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第6章 

新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析 

本章のまとめ 

 新技術のデマンド交通といえども、バス・タクシーに対する比較優位性が重要である。１

人当たりコストが比較の尺度となり、デマンド交通の１人当たりコストをいかにして

1,000 円台に近づけていくかが重要である。 

 デマンド交通を運行している都内外の 13 の自治体にヒアリング調査を実施した結果、１

人当たりコストがタクシーメーター運賃をも上回る非効率なデマンド交通の事例が少なか

らずあることが分かった。 

 デマンド交通の１人当たりコストを最小化するための手段としては、①１台の車両をより

多くの人数で共有することによるコストダウン、②少ない人数を１日１台未満のコストで

運ぶことによるコストダウン、③タクシー券に置き換えることによるコストダウンがある。

また、専用車両借り上げタイプのデマンド交通の最適導入領域は、１日１台あたり利用者

数が 20～25人の範囲である。 

 自動運転は過渡期のため、現時点で経済性を評価することは難しい。 

 

 地域公共交通の分野では、「地域交通の DX」が注目されており、採算が合わなくなった交通手段

の代わりとして、新技術を導入することへの期待が高まっている。公共交通を上位目的実現のた

めの手段と捉えるならば、新技術にも上位目的の達成効率、特に従来の技術と比較した際の優位

性が求められる。しかし現実には、新技術が必ずしも優位性を持たないにも関わらず、「新しい」

というだけで補助金投入が正当化される場面が見受けられる。本章では、公平な物差しを用いて

新技術と従来の技術とを比較分析することで、新技術の真の実力を明らかにするとともに、ある

べき導入手法への示唆をまとめる。 

 

6-1.  デマンド交通 

昨今、地域公共交通の危機が叫ばれる中で、AI オンデマンド交通を含むデマンド交通への期待

が非常に高まっている。特に、既存の路線バス廃止後における地域の足としてデマンド交通が注

目されている。 

 例えば、国土交通省は、デマンド交通のうち AIオンデマンド交通を「AI を活用した効率的な配

車により、利用者予約に対し、リアルタイムに最適配車を行うシステム」63 「新たな技術を導入し

 
63 国土交通省「日本版 MaaSの推進→基盤整備の推進」（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/mea

sures/index.html）（2025（令和７）年１月 15日確認） 
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て効率的な運行を実現する（仕組み）」64と評価している。そして、AIオンデマンド交通の配車シ

ステムを販売するベンダーも、異口同音に「ICTを活用した配車システムにより、利便性が高く効

率的な公共交通を実現する」とうたっている 65。 

 例えばある自治体の資料では、バス運転士の減少等により新規のバス路線の拡大・拡充は非常

に困難であり、バス以外の「新たな交通手段」、具体的には小型車両によるサービスを導入する必

要があるとされており、その中でデマンド交通も候補に挙げられている。デマンド交通は一般に

「自宅近くから目的地まで直接移動可能な利便性があり」「事前予約が無い場合は運行しないため

経費の無駄が少なく」「運賃はタクシーより大幅に安い」という特徴があるとされる。複数のデマ

ンド （利用者の需要、要求）を１台の車両に束ねるために、AI を用いた配車システムが導入され

ることも多い。 

 

（1） 必ずしも効率的とはいえないデマンド交通 

 既存の路線バス廃止後における新たな交通手段として、デマンド交通は救世主のように見える。

しかし、デマンド交通は本当に効率的なのだろうか。 

 例えば、南関東のある地域で導入が計画されているデマンド交通は、年間利用者数の予測が

1,000 人に対して、年間運行経費が 14,560,000 円であり、１人当たりの運行経費は 14,560 円に

達している。この金額は、タクシーで約 30km分に相当するが、当該地域は端から端まで走っても

30km の距離は無い。この事例では、いうまでもなくタクシー券を配った方が低コストであり、デ

マンド交通を入れる意味はほとんど見いだせない。また、ある地域のデマンド交通の場合では、

１日１台当たり利用者数が 1.5 人に満たず、１人当たりコストが 66,000 円を超えている。これ

は、すべての利用者１人ずつに初乗り運賃 100 回分のタクシー券を配布できる計算となる。 

 一方で、デマンド交通の１人当たりコストを、1,000 円前後と常識的な水準に押さえている事例

もある。デマンド交通は、導入すれば必ず効率的になるのではなく、不向きな領域に対してはど

のような手法で導入しても非効率となり、また、領域は合っていても不適切な導入手法を採用し

たら同様に非効率となるのである。つまり、デマンド交通の導入にあたっては、適切な導入領域

と導入手法を見極めることが大変重要である。本節では、事例調査を通して、デマンド交通の適

切な導入領域と導入手法に関するいくつかの示唆を示す。 

 

（2） 比較優位性が重要なデマンド交通 66 

デマンド交通は、公共交通の中のツールの１つにすぎない。前述したように、誤った領域や導

入手法では、ほかの交通モードに比べて非効率なツールとなり、導入の意味がなくなる場合があ

る。そのためデマンド交通であっても、ほかの交通モードと比べたときの比較優位性が重要であ

る。よく、デマンド交通の実証実験を実施し、アンケートで住民の利用意向を尋ね、前向きな回

 
64 東北運輸局 2022（令和４）年「先進モビリティサービス（MaaS・AIオンデマンド交通）の導入に係る事例集」 
65 MONET「オンデマンドサービス」（https://www.monet-technologies.com/solution/ondemand）（2025年１月 15日確認） 
66  本項の議論は、定時定路線バスとデマンド交通で同質のサービスを供給することを前提にしている。定時定路

線バスでは技術的にカバーできないような、バス停に来ることに困難を抱えた住民に対するサービスを導入しよ

うとする場合等は、バスとの比較優位性は必ずしも重視しなくてよくなる。しかし、その場合でも、タクシーとの

比較優位性は重要である。 
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答が得られたことを以て導入に意味があると結論付ける場面が見受けられる。だが、デマンド交

通よりも安価で同等の効果を得られる手段があれば、そちらを使うことをまず考えるべきである。

デマンド交通単体の導入効果を測定するだけでは、導入検討の手法として適切ではない。 

デマンド交通の比較優位性を判定する際に、バスとの比較は想起されやすいが、もう１つ想起

すべき重要なサービスがある。それはタクシーである。デマンド交通は、いうなればタクシー並

みの利便性を、IT を活用して乗り合わせることでタクシーよりも安く供給しようという試みであ

る。そのため、タクシーメーター運賃よりも１回当たり運送コストが高額なデマンド交通には、

特別な意味が感じられないといえる。タクシーとの比較にあたり、タクシーメーター運賃の水準

は、デマンド交通がそのコスト水準を上回ってはならない絶対基準として重要な意味を持ってい

るのである。 

 では、バス・デマンド交通・タクシーを横断して比較するためにはどのような指標が考えられ

るだろうか。公共交通、特に自動車輸送は、走行キロに比例して運送コストが発生するサービス

である。これと同様に、人を送り届けるために行政が提供する交通サービスも、運んだ距離に比

例してコストが発生する。そのため、人を送り届けるコストを最小化することが、手段選択の目

的となる。人を送り届けるコストは、運んだ距離に比例して発生(増加)するため、全体のコスト

を運んだ距離で割り、１人を１km運んだことに対して発生したコストどうしで比較することによ

り、手段間を公平に比較することが可能となる。以上のことから、輸送人キロ当たりの輸送コス

トの多い・少ないが、バス・デマンド交通 ・タクシーの比較優位を判定する理想的な指標となる。 

 しかしながら、このコストを把握するためには OD 調査 （すべての乗客の発着地の調査）等が必

要であり、残念ながらどの事例でも把握できる指標ではない。ここで、運送距離の違いによるコ

ストの多寡をあえて無視して、コスト水準の良し悪しを大まかに把握する代替の指標として、 「利

用者１人当たりコスト」を採用することが考えられる。地域公共交通の１人平均乗車キロは数十

km にわたることは少なく、概ね 10km 以内に収まるため、運送距離の違いを無視しても結論が変

わることは少ないと考えられる。 

 ここで、「乗合率」を指標として重視しない理由を述べる。まず、「乗合率」はタクシーやバス

と横断的な比較ができない。デマンド交通単体の「乗合率」が多少改善しても、タクシーやバス

と比べて多くの１人当たりコストがかかっている可能性がある。次に、「乗合率」は分母となる運

行回数１回の定義が事例によって異なり、デマンド交通の中の事例間比較も難しい。それよりは、

１日１台又は１時間１台で何人運んだかの方が客観的で有用な指標となるのである。 
 

（3） 1 人当たりコストの相場観 

 では、デマンド交通の１人当たりコストは、何円程度であれば「ある程度効率的」と判断でき

るのだろうか。このことについては既存資料がそれなりにあり、それらから考察することが可能

である。結論からいえば、1,000 円台ならば優秀、2,000 円～3,000 円台なら一般的、4,000 円台

以上なら疑問符がつく。国土交通省中部運輸局が 2012 （平成 24）年に中部運輸局管内で行った調

査では、デマンド交通の１人当たりコストは平均 1,828 円だった。それに対し、路線定期運行バ

スの１人当たりコストは平均 792円だった。 
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図 6-1 中部運輸局管内のデマンド交通と路線定期運行バスの 1 人当たりコスト 

出典：中部運輸局 2013（平成 25）年「デマンド型交通の手引き」 

  

また、国土交通政策研究所が 2018 （平成 30）年に全国を対象に行った調査では、デマンド交通

の１人当たりコストの平均値は 2,774 円、中央値は 1,841 円だった。それに対し、コミュニティ

バスの１人当たりコストの平均値は 1,938 円、中央値は 931 円だった。 

 

 

図 6-2 全国のデマンド交通とコミュニティバスの 1 人当たりコスト 

出典：国土交通政策研究所 2019（令和元）年「多様な地域公共交通サービスの導入状況に関する調査研究」  

 

 なお、本調査研究で実施した自治体アンケートにて、多摩地域のコミュニティバスの１人当た

りコストを調べたところ、その平均値は 1,239 円、中央値は 388 円だった。 

 

（4） 収支差ではなく総運行経費に着目する理由 

 自治体の政策決定の現場では、収支率や収支差（行政負担額）に重点を置くケースが多いのが

現状である。しかし、本調査研究では、収支率や収支差ではなく、総運行経費に着目して議論を

進める。なぜなら、総運行経費こそが、輸送手段の効率性や適切性を直接的に反映する指標であ

るからだ。 
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 では、バス・デマンド交通・タクシーを横断して比較するためにはどのような指標が考えられ

るだろうか。公共交通、特に自動車輸送は、走行キロに比例して運送コストが発生するサービス

である。これと同様に、人を送り届けるために行政が提供する交通サービスも、運んだ距離に比

例してコストが発生する。そのため、人を送り届けるコストを最小化することが、手段選択の目

的となる。人を送り届けるコストは、運んだ距離に比例して発生(増加)するため、全体のコスト

を運んだ距離で割り、１人を１km運んだことに対して発生したコストどうしで比較することによ

り、手段間を公平に比較することが可能となる。以上のことから、輸送人キロ当たりの輸送コス

トの多い・少ないが、バス・デマンド交通 ・タクシーの比較優位を判定する理想的な指標となる。 

 しかしながら、このコストを把握するためには OD 調査 （すべての乗客の発着地の調査）等が必

要であり、残念ながらどの事例でも把握できる指標ではない。ここで、運送距離の違いによるコ

ストの多寡をあえて無視して、コスト水準の良し悪しを大まかに把握する代替の指標として、 「利

用者１人当たりコスト」を採用することが考えられる。地域公共交通の１人平均乗車キロは数十

km にわたることは少なく、概ね 10km 以内に収まるため、運送距離の違いを無視しても結論が変

わることは少ないと考えられる。 

 ここで、「乗合率」を指標として重視しない理由を述べる。まず、「乗合率」はタクシーやバス

と横断的な比較ができない。デマンド交通単体の「乗合率」が多少改善しても、タクシーやバス

と比べて多くの１人当たりコストがかかっている可能性がある。次に、「乗合率」は分母となる運

行回数１回の定義が事例によって異なり、デマンド交通の中の事例間比較も難しい。それよりは、

１日１台又は１時間１台で何人運んだかの方が客観的で有用な指標となるのである。 
 

（3） 1 人当たりコストの相場観 

 では、デマンド交通の１人当たりコストは、何円程度であれば「ある程度効率的」と判断でき

るのだろうか。このことについては既存資料がそれなりにあり、それらから考察することが可能

である。結論からいえば、1,000 円台ならば優秀、2,000 円～3,000 円台なら一般的、4,000 円台

以上なら疑問符がつく。国土交通省中部運輸局が 2012 （平成 24）年に中部運輸局管内で行った調

査では、デマンド交通の１人当たりコストは平均 1,828 円だった。それに対し、路線定期運行バ

スの１人当たりコストは平均 792円だった。 

 

第6章

新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

第
6
章

125



117 

確かに、自治体が最終的に負担する金額は、総運行経費から運賃収入を差し引いた金額である。

しかし、この差引額だけに着目してしまうと、「負担額を抑えるために運賃収入を増やせばよい」

という発想に陥りやすくなる。その結果、運賃を引き上げる、あるいは利用者を増やすといった

施策が議論されるが、特に利用者数の増加については予測が難しく、エネルギーを不確実な要素

に費やすことになる。それよりは、輸送手段のサービス設計を見直すことでそもそもの総運行経

費を適正化するアプローチを優先したい。また、収支率や収支差は、運賃収入の変動や運賃設定

の影響を受けやすく、輸送手段そのものの適切性を評価する際に混乱を招く恐れがある。一方、

総運行経費は運賃水準や利用者数の影響を排除し、輸送手段の本質的な評価を可能にする。 

 最適な輸送手段を選択し、政策の合理性を確保するためには、収支率や収支差ではなく、総運

行経費に着目することが不可欠である。本節以降では、コストという場合は総運行経費を指すも

のとする。 

 

図 6-3 行政負担額（収支差）と総運行経費の違い 

 

（5） 1 人当たりコストを最小化するサービス設計手法 

１人当たりコストはどのように決まるのだろうか。デマンド交通を含む乗合自動車交通は、１

日１台の自動車を確保するたびに２～６万円ほどのコストが発生する。車両の借り上げ料がひと

たび決まると、１日１台の自動車をどれぐらいの人数（利用者数）でシェアするかによって、１

人当たりコストも決まってくる。 

 

図 6-4 １人当たりコスト運行コストの算出方法 
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この考え方に基づくと、１人当たりコストが増加してしまうのは、１台の車両をわずかな人数

（利用者数）で使用するからにほかならない。したがって、１人当たりコストを最小化するため

には、１日１台の車両でより多くの人数を運ぶ方法と、元から少ない数の利用者を１日１台未満

のコストで運ぶ方法の２つが考えられる。 

図 6-5 及び図 6-6 は、本調査研究で実施した自治体インタビューで得られたデータをもとに、

デマンド交通における１日１台当たりの輸送人数と１人当たりコストの関係を示したものである。

１日１台当たりの借り上げ料を１日１台の利用者数で割ると、比較的明確な反比例の関係が分か

る。１日１台当たり輸送人数を増やすことが、１人当たりコストを押し下げる。逆に、１日１台

当たり輸送人数が少ないと、１人当たりコストが高価になる。注目すべきはオレンジ色の▲で、

これは１日１台単位で借り上げるのではなく、１回運行するたびに単価契約している事例であり、

反比例の関係から外れて、１日当たり利用者数が少なくてもコストが抑えられている。 

 

 

図 6-5 デマンド交通における１日１台輸送人数と１人当たりコスト 

出典：本調査研究自治体インタビューのデータから作成 
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図 6-6 デマンド交通における１日１台輸送人数と１人当たりコスト 

（10,00０円/人以下に絞った場合） 

出典：本調査研究自治体インタビューのデータから作成 
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 以降、１人当たりコストを削減する方法を述べるにあたり、自治体インタビューで取り扱った

複数の事例を紹介する。なお、事例紹介の数値や状況はいずれも 2023 年度のものである。また、

インタビューでは、デマンド交通に関して発生したあらゆる費用を可能な限り把握してコストと

して算入したが、自治体によっては算入するコストの範囲が異なっており、自治体が通常公表し

ている数値と異なっている場合がある。 

事例紹介で用いている運行方式・運行ダイヤ・発着地（OD）自由度の説明を、国土交通省中部

運輸局が 2013 年に作成した「デマンド交通の手引き」から以下に掲げる。より詳細な説明は、同

「手引き」４～６頁を参照されたい。 

 

<運行方式> 

 

 

<運行ダイヤ> 
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<発着地（OD）自由度> 
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1） １台の車両を多くの人数で利用する方法  

ア なるべく多くの予約を受け付けて束ねる 

１人当たりコストを削減するためには、まず１台の車両を多くの人数で共有する方法がある。

これは主に２つの手法に分けられる。 

１つ目は時間制約を緩めることである。地方町村Ａの事例においては、利用者のリクエストを

逐次挿入をするのではなく、予約を締め切った後、１時間の枠の中に可能な限り束ねる努力をす

ることで、１日１台当たり約 23 人の輸送を実現している。 

なるべく多くの予約を受け付けて束ねるためには、事業者や運転士にそうしたインセンティブ

を持たせるような制度設計も重要である。特に、タクシー運転士は通常歩合給で勤務しているた

め、ある程度運送人数に比例した収入が得られるような仕組みを設計できるとよい。 

 

① 地方町村 A におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 898 円 

１日１台当たり輸送人数 23.64 人 

１日１台当たりコスト 21,235 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ドアツードア型 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

 ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 

株式会社システムオリジン 

（簡易的な予約管理システム。 

ルーティング機能は無い） 

a） サービス概要 

鉄道駅を中心に商店と住宅が集まる西側台地と、住宅が点在する平野部の自治体全域を対象に

運行されているデマンド交通である。自治体の面積は約 70 ㎢、人口は約 29,000 人である。地域

には路線バスが無く、普通列車毎時２～３往復程度の鉄道が存在している。廃止された路線バス

の代替手段及び交通空白地域の新たな移動手段として、2009（平成 21）年に導入された。 

自治体内全域、及び隣接自治体にある２つの病院の間をドアツードアで運行している。株式会

社システムオリジンの配車システムを導入しているものの、予約管理にのみ使用しており、配車

には使用していない。運行日は毎日で、朝７時台～17 時台まで１時間に１便が設定されている基

本ダイヤ型である。住民以外の方も、事前登録をすれば利用が可能となる。予約については、車

両が予約センターを出発する 30 分前 （始発便は前日まで）までの電話予約が必要だが、予約時は

便の指定のみ可能で、出発時刻や到着時刻を指定することはできない。運賃は１回 100 円である。 

車両は定員７～14 名のワゴン車計４台とセダン車１台を使用しており、地元のタクシー事業者

が運行を受託している。コストは入札時に事業者が提示した価格を基に決定されており、年間

3,500 万円の純費用契約である。１日１台当たりのコストは 21,235 円だが、車両の１日平均走行
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<発着地（OD）自由度> 
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キロが 115km に上るため、走行キロ当たりの運行単価は約 180 円と極めて安価である。 

１日当たり利用者数は 118.2 人で、１日１台当たり利用者数は 23.64 人、１人当たりコストは

898 円と、今回調査した事例の中でも最も低い金額である。主な利用者は通院や鉄道駅にアクセス

する高齢者だが、学童保育からの帰宅や習い事に通う小学生の利用も一定の割合を占めている。 

 

b） ポイント 

 本事例の特徴は、需要を束ねにくい郊外平野部でリクエストを集約し、１日１台当たり 20 人

以上を輸送している点にある。多くのデマンド交通、特に AI オンデマンド交通では、元から

ある予約に逐次的に新しい予約をあてはめる手法で配車を決定していくことが多いのに対し、

本事例では予約を締め切った後に、その時点で貯まっている予約を組み合わせる形で配車を

決定しているため、必然的に１台の車両に多くのリクエストを束ねることを可能にしている。 

 上記の結果、利用者視点では「１時間の中でいつ来るか、いつ到着するかは分からない」不

便な交通手段となっていることも事実である。しかし、１回 100 円という安価な運賃設定や、

自治体内に選択できるほかの公共交通が存在しないこと、自治体内の駅を発着する鉄道が毎

時２～３本運行されており、駅での待ち時間が長くなりすぎないことなどが、デマンド交通

の利用者数を押し上げる要因となっていると考えられる。 

 また、運賃収入が事業者に入る純費用契約のため、利用者数が増えるほど事業者の収入は増

えることになる。これは、同様の基本ダイヤ型である地方都市Ｂとの大きな違いであり、１

便に多くの需要を束ねることに対する事業者側のモチベーションの差が表れていることは注

目すべき点である。ただし、運賃設定が安価なため、利用者数を増やすことが本当に事業者

のインセンティブとなっているかは不透明である。 

 委託費用がプロポーザルで決定されていることも特筆される。プロポーザルにより、参入事

業者間の競争を促せるため、自治体側は安価にサービスを調達することを実現できる。 

 

② 地方都市 B におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 3,419 円 

１日１台当たり輸送人数 9.99 人 

１日１台当たりコスト 34,158 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DF：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔着地固定

(Fix) 

配車システム企業 
ND ソフトウェア株式会社 

（予約管理のみ。ルーティングはしない） 

a） サービス概要 

自治体の面積は約 280 ㎢、人口は約 260,000 人である。自治体運営の定時定路線バスの運行再

編に伴って生じた交通空白地解消のための交通手段として、2011(平成 23)年４月に運行を開始し

第6章

新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

第
6
章

132



124 

た。 

非固定ダイヤ型であり、市域が広いことから、住宅が点在する平野部の自治体全域を対象に運

行区域を５つに分けて運行を行っている。各運行区域には病院や公共施設、商業施設を中心に数

十から数百の乗降場所が設置されており、利用者は当該乗降場所間を移動可能である。また、乗

降場所のうち、運行区域の境界付近に位置する医療施設等については隣接地域からアクセスが可

能となる特例ポイントとして、市内の特定の大規模商業施設や大学病院等については市内どの運

行区域からでもアクセスが可能となる共通ポイントとして設定されている。更に、利用者は登録

料を支払うことで自宅を自身専用の乗降場所として登録することができる。予約管理システムと

して ND ソフトウェア株式会社のスマート・デマンド交通システムを導入しているが、ルーティン

グには用いていない。運行日は年末年始を除いた平日で、朝９時台～16 時台まで１時間に１便の

予約枠が設定されている。利用対象者に制限はない。運賃は運行区域内及び特例ポイント利用は

300 円、共通ポイントは 1,300 円である。市内在住の 65 歳以上の高齢者、妊婦及び３歳未満の子

どもがいる母親、並びに障がい者、小学生は運賃が半額になる割引制度がある。また、自治体の

コミュニティバス又は市内を運行する路線バスと乗継を行う場合、２つ目以降の交通モードの運

賃が 200 円となる乗継割引制度もある（地方都市Ｂのコミュニティバスの運賃は初乗り 200 円、

最高 400 円の対距離制である）。予約は予約センターを出発する 30 分前（始発便は前日まで）ま

での電話予約が必要だが、予約時は便(時間帯)の指定のみ可能であり、出発時刻や到着時刻を指

定することはできない。運行管理は、デマンド交通専門の予約受付業者に委託され、予約受付業

者を介して地元のタクシー会社 12 社からワゴン車両・セダン車両計 20 台を借り上げ、運行して

いる。コストは公募型プロポーザル実施時に事業者が提示した価格をもとに決定されており、年

間約 1.66 億円である。なお、コストのうちタクシー車両の借り上げ料は、事前に市とタクシー会

社間で合意した価格を設定している。 

１日１台当たりのコストは 34,158 円だが、１日１台当たり利用者数は 9.99 人、１人当たりコ

ストは 3,419 円である。主な利用者は高齢者であり全体の８割を占める。そのため、福祉的な意

味合いの強いデマンド交通となっている。 

 

b） ポイント 

 地方都市Ｂのデマンド交通は、オペレーターが予約リクエストに応じて手作業で予約枠を埋

めており、１時間当たりの予約枠が固定されている。そのため、本来であれば受付が可能な

予約も、予約枠の固定等の結果、配車不可となり、１日１台当たりの利用者数は約 10 人であ

る。 

 手作業での配車や予約枠の固定により、乗り合い率や配車効率が低下し、多くの予約断りが

発生している。予約断りは、平均で１日 16 件以上（2023年度）生じている。 

 また、地方町村Ａとは異なり、デマンド交通の予約センター及びタクシー会社が、予約を詰

め込むことによるインセンティブを持っておらず、１時間の枠の中にできる限り予約を詰め

込むという対応は行っていない。１台の車両の輸送能力を最大限に活用できていないことか

ら、１人当たりのコストが上昇していると考えられる。 

 広大な市域でデマンド交通を運行するために、10 社を超える交通事業者から車両と運転士の

供給を受けている。車両の借り上げ契約、デマンドに関する予約、事故トラブル対応、利用

者からのクレーム対応等を一元管理する必要性があることから、仲介業者を通して運営を行
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キロが 115km に上るため、走行キロ当たりの運行単価は約 180 円と極めて安価である。 

１日当たり利用者数は 118.2 人で、１日１台当たり利用者数は 23.64 人、１人当たりコストは

898 円と、今回調査した事例の中でも最も低い金額である。主な利用者は通院や鉄道駅にアクセス

する高齢者だが、学童保育からの帰宅や習い事に通う小学生の利用も一定の割合を占めている。 

 

b） ポイント 

 本事例の特徴は、需要を束ねにくい郊外平野部でリクエストを集約し、１日１台当たり 20 人

以上を輸送している点にある。多くのデマンド交通、特に AI オンデマンド交通では、元から

ある予約に逐次的に新しい予約をあてはめる手法で配車を決定していくことが多いのに対し、

本事例では予約を締め切った後に、その時点で貯まっている予約を組み合わせる形で配車を

決定しているため、必然的に１台の車両に多くのリクエストを束ねることを可能にしている。 

 上記の結果、利用者視点では「１時間の中でいつ来るか、いつ到着するかは分からない」不

便な交通手段となっていることも事実である。しかし、１回 100 円という安価な運賃設定や、

自治体内に選択できるほかの公共交通が存在しないこと、自治体内の駅を発着する鉄道が毎

時２～３本運行されており、駅での待ち時間が長くなりすぎないことなどが、デマンド交通

の利用者数を押し上げる要因となっていると考えられる。 

 また、運賃収入が事業者に入る純費用契約のため、利用者数が増えるほど事業者の収入は増

えることになる。これは、同様の基本ダイヤ型である地方都市Ｂとの大きな違いであり、１

便に多くの需要を束ねることに対する事業者側のモチベーションの差が表れていることは注

目すべき点である。ただし、運賃設定が安価なため、利用者数を増やすことが本当に事業者

のインセンティブとなっているかは不透明である。 

 委託費用がプロポーザルで決定されていることも特筆される。プロポーザルにより、参入事

業者間の競争を促せるため、自治体側は安価にサービスを調達することを実現できる。 

 

② 地方都市 B におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 3,419 円 

１日１台当たり輸送人数 9.99 人 

１日１台当たりコスト 34,158 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DF：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔着地固定

(Fix) 

配車システム企業 
ND ソフトウェア株式会社 

（予約管理のみ。ルーティングはしない） 

a） サービス概要 

自治体の面積は約 280 ㎢、人口は約 260,000 人である。自治体運営の定時定路線バスの運行再

編に伴って生じた交通空白地解消のための交通手段として、2011(平成 23)年４月に運行を開始し
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っている。 

 現在は、AIオンデマンドシステムの導入により配車効率及び予約利便性を向上させ、予約断

りを解消することで、１日１台当たり利用者数の引き上げを実現しようとしている。 

 

③ 地方都市Ｃにおけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 4,266 円 

１日１台当たり輸送人数 12.83 人 

１日１台当たりコスト 54,749 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ドアツードア型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 順風路株式会社 

a） サービス概要 

住宅が点在する平野部の自治体全域を対象に運行されるデマンド交通である。自治体の面積は

約 60 ㎢、人口は約 84,000 人である。自治体内には普通列車毎時２～３往復程度の鉄道駅２駅が

あるほか、民間路線バス 11 路線、コミュニティバス９路線、公営福祉施設の無料送迎バスが８路

線運行されている。これらのバスではカバーされない交通空白地域の新たな移動手段として、2020

（令和２）年にデマンド交通が導入された。なお、比較的短期間での制度設計や導入を求められ

たことから、地方都市Ｂの事例を参照している部分が多い。 

自治体内全域及び隣接自治体にある１つの病院の間をドアツードアで運行している。順風路株

式会社の配車システムを使用。運行日は平日で、朝８時 30 分～17 時の間で予約に応じて運行さ

れる非固定ダイヤ型である。住民のみ利用可能であり、利用には事前登録が必要である。予約に

ついては、車両が予約センターを出発する 30分前（朝８時 30 分～９時 29 分の利用時は前日）ま

での電話予約が必要である。利用者数の増加に伴い、予約断りの件数が増加したため、2024（令

和６）年 10 月より、利用者１人当たりが保持できる予約枠を８回から４回とする変更を行った。

運賃は１回 700 円だが、相乗りの場合は 500 円となる。 

車両はセダン車３台を使用している。自治体内のタクシー事業者が少ないため、隣接自治体の

タクシー事業者も含む３社から１台ずつを借り上げている。地方都市Ｂと同様に、予約の管理や

タクシー事業者との仲介を行う事業者が介在していることが特徴である。車両の借り上げ費用自

体は、１日１台当たり 21,500 円と標準的な水準だが、仲介業者への委託費用が加わることで、１

日１台当たりのコストが 54,749 円と高額になっている。委託費は、指名競争入札によって落札さ

れた価格を採用しており、運賃収入は自治体に帰属する総費用契約である。 

１日当たり利用者数は 38.5 人で、１日１台当たり利用者数は 12.83 人、１人当たりコストは

4,266 円である。主な利用者は通院の高齢者で、利用時間帯は朝から昼にかけて集中している。 
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b） ポイント 

 デマンド交通に限らず、施策の実施に際して近隣自治体の手法を参照することは全国的に見

られる傾向である。特に、首長や議員の要望を受け、短期間での制度設計を求められる場合

には、その傾向がより顕著に表れる。本事例の場合は、地方都市Ｂの事例を参考に制度設計

を行ったこともあり、結果として地方都市Ｂと同様の課題を抱えている。他自治体と同様の

施策を実施する際には、単純に近隣自治体の手法を引き写すのではなく、各自治体の政策目

的に沿った制度設計を、時間をかけて行うことが重要である。 

 １日１台当たり利用者数が 12.83 人にとどまっている要因の１つとして、車両台数に対し運

行地域が広いことが挙げられる。地方都市Ｃでは、コミュニティバスや福祉バスなどほかの

公共交通が充実しているにも関わらず、デマンド交通は政策目的に掲げた交通空白地以外も

利用対象地域としているため、結果的に需要を束ねられておらず、月 100 件に上る予約のお

断りにもつながっていると考えられる。詳細は３）で後述するが、「デマンド交通でしか運べ

ない需要にターゲットを絞る」ことも、効率的にデマンド交通を運行する手法の１つである。 

 地方町村Ａと違い、元からある予約に対し後の予約をあてはめる逐次挿入方式であることも、

需要を集約できていない要因の１つである。地方都市Ｃのように需要が特定の時間帯や行先

に集中する場合は、地方町村Ａのように予約受付後に需要を集約する方式とすることや、後

述の３）で挙げる事例のように便数を絞り、そこに需要を集約することが有効である。 

 

2） １台の車両を多くの人数で利用する方法  

イ デマンド交通の需要をしっかり確保する 

２つ目に、デマンド交通でしか運べない需要があり、それを１台の車両で賄うことができる区

域設定とすることも、１台の車両を多くの人数で利用する方法として有効である。大都市郊外Ｄ

の事例においては、特定の利用ターゲットを絞り込むことによって、１人当たりコストを 1,408

円に抑え込むことができている。 

 

① 大都市郊外Ｄ都市におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,408 円 

１日１台当たり輸送人数 21.45 人 

１日１台当たりコスト 30,203 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ドアツードア型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DF：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔着地固定

(Fix) 

配車システム企業 順風路株式会社 

a） サービス概要 

自治体内の一部区域である、住宅の散在する郊外約５km2に供給されているデマンド交通で、地
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っている。 

 現在は、AIオンデマンドシステムの導入により配車効率及び予約利便性を向上させ、予約断

りを解消することで、１日１台当たり利用者数の引き上げを実現しようとしている。 

 

③ 地方都市Ｃにおけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 4,266 円 

１日１台当たり輸送人数 12.83 人 

１日１台当たりコスト 54,749 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ドアツードア型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 順風路株式会社 

a） サービス概要 

住宅が点在する平野部の自治体全域を対象に運行されるデマンド交通である。自治体の面積は

約 60 ㎢、人口は約 84,000 人である。自治体内には普通列車毎時２～３往復程度の鉄道駅２駅が

あるほか、民間路線バス 11 路線、コミュニティバス９路線、公営福祉施設の無料送迎バスが８路

線運行されている。これらのバスではカバーされない交通空白地域の新たな移動手段として、2020

（令和２）年にデマンド交通が導入された。なお、比較的短期間での制度設計や導入を求められ

たことから、地方都市Ｂの事例を参照している部分が多い。 

自治体内全域及び隣接自治体にある１つの病院の間をドアツードアで運行している。順風路株

式会社の配車システムを使用。運行日は平日で、朝８時 30 分～17 時の間で予約に応じて運行さ

れる非固定ダイヤ型である。住民のみ利用可能であり、利用には事前登録が必要である。予約に

ついては、車両が予約センターを出発する 30分前（朝８時 30 分～９時 29 分の利用時は前日）ま

での電話予約が必要である。利用者数の増加に伴い、予約断りの件数が増加したため、2024（令

和６）年 10 月より、利用者１人当たりが保持できる予約枠を８回から４回とする変更を行った。

運賃は１回 700 円だが、相乗りの場合は 500 円となる。 

車両はセダン車３台を使用している。自治体内のタクシー事業者が少ないため、隣接自治体の

タクシー事業者も含む３社から１台ずつを借り上げている。地方都市Ｂと同様に、予約の管理や

タクシー事業者との仲介を行う事業者が介在していることが特徴である。車両の借り上げ費用自

体は、１日１台当たり 21,500 円と標準的な水準だが、仲介業者への委託費用が加わることで、１

日１台当たりのコストが 54,749 円と高額になっている。委託費は、指名競争入札によって落札さ

れた価格を採用しており、運賃収入は自治体に帰属する総費用契約である。 

１日当たり利用者数は 38.5 人で、１日１台当たり利用者数は 12.83 人、１人当たりコストは

4,266 円である。主な利用者は通院の高齢者で、利用時間帯は朝から昼にかけて集中している。 

第6章

新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

第
6
章

135



127 

域人口は約 22,000 人である。地域内の市内循環バス（自治体が民間事業者に補助金を支出して運

行）の廃止をきっかけに、代替手段として 2013 年に導入された。 

非固定ダイヤ型で、サービス対象地域内の自宅と、市内全域の指定された公共施設等及び隣接

市の鉄道駅 （両者で 16カ所）との相互間で利用できる。16 カ所どうし ・自宅どうしの利用はでき

ない。サービス対象地域内であれば、原則、自宅玄関先で停車する。順風路株式会社の配車シス

テムを使用している。運行日は月曜～土曜で、サービス時間帯は朝８時～17 時である。利用対象

者はサービス対象地域内の住民で、１回限りの登録を行えば、以後出発 30 分前まで （朝８時～８

時 30 分の利用は前日まで）に電話予約、又は出発１時間前（朝８時～８時 30 分の利用は前日）

までにウェブサイトから予約をすれば利用可能である。運賃は１人片道１回 300 円である（一部

割引あり）。 

事業者選定は公募型プロポーザルで行われ、地元の運送事業者が運行を受託している。車両は

ハイエースとキャラバンの２台を使用している。１日１台当たりコストは 30,203円で、予約受付

体制（運送事業者の既存の事務員が対応）の費用も含まれていることを考えると、借り上げコス

トとしては合理的な部類である。また、１日１台走行キロが 75km であり、１km 当たりコストは

403 円である。 

１日当たり利用者数は 42.9 人で、１日１台当たりにすると 21.5 人となっている。今回の調査

対象事例の中では、地方町村Ａと並んで１日１台当たり利用者数が多く確保できている。１日１

台当たりコストが安く、かつ１日１台当たり利用者数の確保にも成功しているため、１人当たり

コストが 1,408 円に抑えられている。市内循環バスの廃止代替として導入した経緯から、高齢者

のほかにマイカーを持たない現役世代や子ども連れも対象としたものの、実際の主な利用者は通

院や買い物の高齢者である。主な行先は総合病院やショッピングモールである。 

 

b） ポイント 

 地域設定の巧みさが、１日１台当たり 21.5 人という高い利用度を実現できている要因だと考

えられる。市内循環バス廃止区域をサービス対象地域とし、ある程度の利用対象人口を確保

した上で、地域外の生活利便施設とも結ぶようにしたことで高い利便性を実現し、住民に選

ばれるサービス設計を達成した。 

 ただし、市内循環バスの廃止した路線の年間利用者数（2021 年度実績）が 34,936 人だった

のに対し、デマンド交通の年間利用者数は 12,657 人であり、市内循環バスに比べると利用者

数は減少している。一方、コロナ禍も重なったことにより単純な比較はできないが、2023年

度の市内循環バス（市内の路線全体）とデマンド交通の利用者数の総計は増加している。 

 同じ都市圏に位置する大都市郊外Ｇとは地域環境が似るが、１日１台当たり利用者数に差が

ついている。その差は、配車システムを導入している大都市郊外Ｄと、配車システムを導入

していない大都市郊外Ｇとの差である可能性がある。同時に、配車システム費が安価で済ん

でいる。 

 大都市郊外で一定の効率性を実現しているモデルケースの１つである。 
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② 地方都市Ｅの郊外部におけるデマンド交通（15 地域あるうちの Y 地域）  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,112 円 

１日１台当たり輸送人数 18.28 人 

１日１台当たりコスト 20,327 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ドアツードア型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DF：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔着地固定

(Fix) 

配車システム企業 富士通株式会社 

a） サービス概要 

地方都市Ｅでは、バスが不便な郊外部を中心に、地域が運営主体となって，地域ごとに策定し

た運行計画に基づきデマンド交通を導入している。導入地域は 15 地域であり、地域によって運行

効率性に差はあるものの、１人当たりコストの加重平均値は 1,901 円で、全体として比較的効率

的な運行を実現している。今回はそのうち、１人当たりコストが 1,112 円と最も安かったＹ地域

の運営実態を紹介する。 

地方都市ＥのＹ地域は、面積約 17km2、人口は約 36,000 人の郊外地域である。地域には主なバ

ス路線が３本あり、運行頻度はそれぞれ毎時１～３本、毎時２本、毎時 0.5 本である。バス路線

から離れた交通空白地域の対策を目的として、2012 年にデマンド交通を導入した。 

非固定ダイヤ型であり、サービス対象地域内の自宅から指定された「目的施設」との間で利用

できる。 「目的施設」は約 160 カ所が設定されており、一部はサービス対象地域に隣接した地域の

生活利便施設や鉄道駅である。富士通株式会社の配車システムを使用している。運行日は月曜～

土曜で、サービス時間帯は朝８時～17 時である。利用対象者はサービス対象地域内の住民で、利

用登録を行えば、以後出発 30 分前までに電話予約又はネット予約をすれば使えるようになる。運

賃は１回 300 円である。 

車両は UD タクシー２台であり、１台を常駐、もう１台を需要の多い時間帯（朝９時～12 時）限

定の応援で稼働させており、地元のタクシー事業者に運行を委託している。年間 1,191 万円の総

費用契約となっており、事業者選定は入札で行われている。１日１台当たり（応援の１台も１日

１台として計算に入れる）に換算すると、コストは 20,327 円で、借り上げコストとしては比較的

安い。 

１日当たり利用者数は 36.6 人で、１日１台当たり（応援の１台も１日１台として計算に入れる）

利用者数は 18.3 人、１人当たりコストは 1,112円にとどまっている。利用者の７～８割くらいが

高齢者で、通院や買物、金融機関の利用がメインである。 

 

b） ポイント  

 輸送効率が高い。一般的に、配車システムは、利用者のリクエストに対して逐次挿入を試行

して可否を返答するが、地方都市Ｅで採用している配車システムは、リクエストどおりに配
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域人口は約 22,000 人である。地域内の市内循環バス（自治体が民間事業者に補助金を支出して運

行）の廃止をきっかけに、代替手段として 2013 年に導入された。 

非固定ダイヤ型で、サービス対象地域内の自宅と、市内全域の指定された公共施設等及び隣接

市の鉄道駅 （両者で 16カ所）との相互間で利用できる。16 カ所どうし ・自宅どうしの利用はでき

ない。サービス対象地域内であれば、原則、自宅玄関先で停車する。順風路株式会社の配車シス
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トとしては合理的な部類である。また、１日１台走行キロが 75km であり、１km 当たりコストは

403 円である。 

１日当たり利用者数は 42.9 人で、１日１台当たりにすると 21.5 人となっている。今回の調査

対象事例の中では、地方町村Ａと並んで１日１台当たり利用者数が多く確保できている。１日１

台当たりコストが安く、かつ１日１台当たり利用者数の確保にも成功しているため、１人当たり

コストが 1,408 円に抑えられている。市内循環バスの廃止代替として導入した経緯から、高齢者

のほかにマイカーを持たない現役世代や子ども連れも対象としたものの、実際の主な利用者は通

院や買い物の高齢者である。主な行先は総合病院やショッピングモールである。 

 

b） ポイント 

 地域設定の巧みさが、１日１台当たり 21.5 人という高い利用度を実現できている要因だと考

えられる。市内循環バス廃止区域をサービス対象地域とし、ある程度の利用対象人口を確保

した上で、地域外の生活利便施設とも結ぶようにしたことで高い利便性を実現し、住民に選

ばれるサービス設計を達成した。 

 ただし、市内循環バスの廃止した路線の年間利用者数（2021 年度実績）が 34,936 人だった

のに対し、デマンド交通の年間利用者数は 12,657 人であり、市内循環バスに比べると利用者

数は減少している。一方、コロナ禍も重なったことにより単純な比較はできないが、2023年

度の市内循環バス（市内の路線全体）とデマンド交通の利用者数の総計は増加している。 

 同じ都市圏に位置する大都市郊外Ｇとは地域環境が似るが、１日１台当たり利用者数に差が

ついている。その差は、配車システムを導入している大都市郊外Ｄと、配車システムを導入

していない大都市郊外Ｇとの差である可能性がある。同時に、配車システム費が安価で済ん

でいる。 

 大都市郊外で一定の効率性を実現しているモデルケースの１つである。 
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車が不可能な場合の代替案の提案機能がついている。このことが、利用者にとって「車両の

都合に合わせる」利用の仕方を可能にし、輸送効率を高めている可能性がある。また、地域

がそこまで大きくなく、１回の運行が短距離で済んでいることも寄与しているとみられる。

地方都市Ｅの中で相対的に１人当たりコストが高い事例には、「地域人口が少ない」「領域が

広く１回の運行に時間がかかる」という特徴がある。デマンド交通を効率よく成り立たせる

には、一定の人口集積が必要だとみられる。 

 車両台数を柔軟に設定している。１日１台単位だけでなく、需要の多い時間帯のみ応援車両

を設定している。このことが、１日１台当たりコストを低廉なものとしている。 

 車両が小さいことが、借り上げコストを安くしている可能性がある。車両は乗客４人乗りの

UD タクシーであるにも関わらず、１日１台で 18.3 人を運んでいる。デマンド交通は６人乗

り以上のワンボックス車でなくても十分ということが分かる。 

 地域の実情に合ったサービス設計を実現するために、地域と行政とで責任分担をしている。

行政は総コストの 2/3 まで負担することとし、総コストの 1/3 は運賃や地域（自治会）の負

担金で賄うこととしている。このことが、地域にコスト意識を持たせることにつながり、過

大なサービス設計とならない歯止めになっていると考えられる。デマンド交通のサービス設

計や命名は、行政の技術支援の下、地域組織で実施しており、地域の「マイ・デマンド交通

意識」を高揚させている。 

 

③ 大都市郊外Ｆ都市の住宅街におけるデマンド交通（２地域あるうちのＳ地域）  

運行効率性 

１人当たりコスト 2,791 円 

１日１台当たり輸送人数 20.02 人 

１日１台当たりコスト 55,869 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 SWAT Mobility 

a） サービス概要 

自治体内の面積約５km2、人口約 40,000 人の市街地から離れた住宅地を運行エリアとし供給さ

れているデマンド交通である （ほかにもう１地域でも導入している）。以前からコミュニティバス

を運行していたが、当該地域は道路状況によってバスが進入できない箇所があった。面的にカバ

ーすることを優先させ、当該地域のコミュニティバスを休止の上、2022年から実証運行を開始し、

現在に至る。 

運行については、地域内で 100m に１カ所を目安に、コンビニやスーパー、公共施設、公園を主

軸として 84カ所、地域外の病院・市役所等の３カ所の乗降ポイントが設置されており、それらの

ポイントどうしで乗降ができる。地域外の乗降ポイントどうしの利用はできない。 
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非固定ダイヤ型で、運行日は平日と土曜の週６日で、サービス時間帯は朝８時～18 時である。

ただし、日曜祝日に運行地域内でイベント等が行われる場合は臨時に運行する。配車システムは

SWAT Mobility のものを導入している。 

利用対象者は特に限定していない （市民でなくても利用可能）。予約については１カ月前から可

能で、専用アプリの場合は 24 時間受付している。電話予約の場合は、平日と土曜日に予約コール

センターの受付時間である朝７時 30 分から 18 時まで受け付けている。運賃は、運行地域内での

利用は１回 100 円、地域内～地域外の乗降ポイントの場合は 300 円である。 

車両は小型ワンボックス車を２台使用しており、地元のタクシー事業者に赤字部分に対する補

助金を支出している。タクシーの時間制運賃に基づいて計算された年間 2,819 万円の総費用契約

であり、１日１台当たりのコストは約 45,000 円である。このほかに予約コールセンター運営費と

配車システム利用料が年間合計 900 万円かかっているおり、本地域の車両数２台／全市の車両数

３台で按分して加算すると、１日１台当たりのコストは約 55,000 円に達する。 

利用者数は１日１台当たり 20.02 人であり、デマンド交通の１日１台当たり利用者数としては

多い方である。１人当たりコストは 2,791 円である。利用者は高齢者が多いが、30～40 代の子育

て世代も利用している。 

 

b） ポイント 

 大都市郊外Ｆの特徴として、路線バスとの役割分担に基づきデマンド交通を「地域内交通」

として積極的に用いていることが挙げられる。 

 Ｓ地域については、廃止前のコミュニティバスに比べて行政コストは増嵩しているとのこと

である。また、予約断りが１日平均８～10 人発生しており、利用枠の奪い合いともいえる場

面が生じている。自治体としては、「アウトカム」「波及効果」をデマンド交通の意義として

説明していく立場である。 

 借り上げコストは高い。デマンド交通は道路運送法上の一般乗合事業であり、本来はタクシ

ーとは異なるものだが、タクシーの時間制運賃を根拠にしていることが、借り上げコストを

大きく押し上げている可能性がある。 

 大都市郊外Ｆとしては、一般タクシーをリクエストに応じてデマンド交通として運行するよ

うにする、すなわち単価契約への移行を模索することで、上記のような高コストの問題を克

服しようとしている。 
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a） サービス概要 

自治体内の面積約５km2、人口約 40,000 人の市街地から離れた住宅地を運行エリアとし供給さ

れているデマンド交通である （ほかにもう１地域でも導入している）。以前からコミュニティバス

を運行していたが、当該地域は道路状況によってバスが進入できない箇所があった。面的にカバ

ーすることを優先させ、当該地域のコミュニティバスを休止の上、2022年から実証運行を開始し、

現在に至る。 

運行については、地域内で 100m に１カ所を目安に、コンビニやスーパー、公共施設、公園を主

軸として 84カ所、地域外の病院・市役所等の３カ所の乗降ポイントが設置されており、それらの

ポイントどうしで乗降ができる。地域外の乗降ポイントどうしの利用はできない。 
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④ 大都市郊外Ｇ都市におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 2,793 円 

１日１台当たり輸送人数 13.75 人 

１日１台当たりコスト 38,410 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔ドア(自

宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 非公表 

a） サービス概要 

市域約 13 ㎢である大都市郊外Ｇのデマンド交通は、地域公共交通の充実に向けた短期的施策と

して、①公共交通空白地域の解消、②子育てしやすい環境づくり、③介護を受けない元気な高齢

者を増やす、とした運行目的を掲げ、子育て世帯・高齢者を対象とし、市外２カ所の乗降所を含

む区域内運行、非固定ダイヤ型の乗合方式として 2020 年３月に実験運行を開始したものである。 

利用登録対象者は、市内在住の 70歳以上の人・妊婦・０～３歳児を限定とした特徴があるもの

で、2024 年４月１日時点で、対象人口が 30,178 人となっている。なお、登録者を介助する者や、

保護者、同一世帯の方は利用可能としている。 

運行形態は、自宅前が交通規制や狭隘な道路でない限り自宅住所の指定登録を行うこととして

おり、利用者の自宅どうし間の利用はできないが、自宅等と乗降場間（鉄道施設及び公共公益施

設等）又は乗降場と乗降場間等、32 カ所の共通乗降場への移動ができるものであり、ワゴン車両

（10 人乗）３台で運行している。 

利用料金は、基本１人１回 500 円で、同乗者を含めた２人以上での利用の場合は１人１回 300

円となっている。 

運行日や運行時間は、平日の午前９時（出発地到着）から午後５時（目的地到着）までとして

いる。なお、土日祝、年末年始は運休している。 

利用方法として、利用者は、予め利用登録を行い、利用登録証受け取り後に、利用可能となる

もので、利用に際し、出発１時間前（10 時までに乗車する場合は前運行日）までに電話予約をし

て、空きがあれば利用できることとなっている。一方、運行事業者は、利用受付したものを独自

に導入している予約管理システムにて配車を管理している。 

これら運行事業については、大都市郊外Ｇでは、公募型プロポーザルで運行事業者を選定し、

その結果、地元タクシー事業者が約 2,800 万円/年、５年契約で運行を受託している。 

2023 年度の運行状況としては、１日当たり利用者数は 40.7 人で、１日１台当たり利用者数は

13.8 人、１人当たり運行経費は 2,793 円であり、予約受付状況としては、予約のお断りも発生し

ているが、１日３件程度に抑えられている。 
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b） ポイント 

 大都市郊外Ｇでは、運行エリアを市内及び市外２カ所の乗降場としつつも、運行目的から利

用対象者を子育て世帯・高齢者（70 歳以上の人・妊婦・０～３歳児）に限定することで、デ

マンド交通の利用枠という希少資源の公正な配分に成功している事例である。 

 

⑤ 地方都市Ｈの郊外部におけるデマンド交通（５地域あるうちのＳ地域）  

運行効率性 

１人当たりコスト 8,736 円 

１日１台当たり輸送人数 4.30 人 

１日１台当たりコスト 37,576 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 順風路株式会社 

a） サービス概要 

自治体内の一部区域である、住宅の散在する郊外約 15km2に供給されているデマンド交通で、人

口は約 3,600 人である。地域には路線バスは無く、普通列車毎時１往復程度の鉄道が存在してい

る。交通空白地域の新たな輸送手段として、2020 年に導入された。導入にあたっては地域住民と

のワークショップを実施し、運行日などを検討した。 

自宅と地域内、及び中心部の指定乗降場所（駅や公共施設、商業施設など）の間をドアツード

アで運行する非固定ダイヤ型のデマンド交通である。配車システムは順風路株式会社のものを導

入している。運行日は週３日で、運行時間は昼間１時間を除く朝９時～17 時。利用対象者に制限

はないが、事前の登録が必要である。予約は乗車時間の１時間前まで（始発便は前日まで）電話

又はウェブサイトで受け付けている。運賃は１回 310 円である。 

車両は専用のワゴン車１台を使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。事

業者選定はプロポーザル方式であり、年間 586 万円の総費用契約である。１日１台当たりコスト

は 37,576 円で、コストに含まれる配車システム費や予約センター運営費を差し引いてもやや高い

水準にある。 

年間の利用者数が 700 人に満たないため、１日１台当たり利用者数も 4.30 人にとどまってお

り、１人当たりコストは 8,736 円に達している。主な利用者は、通院や買い物の高齢者である。 

 

b） ポイント 

 住居が散在するため、定時定路線型のバスではカバーすることが難しい地域であるものの、

利用者１人当たり 8,000 円台に上るコストは、タクシーのメーター運賃と比較しても大きい

数値である。しかし、地方都市Ｈとしては、地方バスに関する特別交付税が８割返ってくる

ことを考えると、タクシー補助よりもデマンド交通の方が市町村負担額が少なくて済むと認
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④ 大都市郊外Ｇ都市におけるデマンド交通  

運行効率性 
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１日１台当たり輸送人数 13.75 人 
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市域約 13 ㎢である大都市郊外Ｇのデマンド交通は、地域公共交通の充実に向けた短期的施策と
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者を増やす、とした運行目的を掲げ、子育て世帯・高齢者を対象とし、市外２カ所の乗降所を含
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で、2024 年４月１日時点で、対象人口が 30,178 人となっている。なお、登録者を介助する者や、

保護者、同一世帯の方は利用可能としている。 

運行形態は、自宅前が交通規制や狭隘な道路でない限り自宅住所の指定登録を行うこととして

おり、利用者の自宅どうし間の利用はできないが、自宅等と乗降場間（鉄道施設及び公共公益施

設等）又は乗降場と乗降場間等、32 カ所の共通乗降場への移動ができるものであり、ワゴン車両

（10 人乗）３台で運行している。 

利用料金は、基本１人１回 500 円で、同乗者を含めた２人以上での利用の場合は１人１回 300

円となっている。 

運行日や運行時間は、平日の午前９時（出発地到着）から午後５時（目的地到着）までとして

いる。なお、土日祝、年末年始は運休している。 

利用方法として、利用者は、予め利用登録を行い、利用登録証受け取り後に、利用可能となる

もので、利用に際し、出発１時間前（10 時までに乗車する場合は前運行日）までに電話予約をし

て、空きがあれば利用できることとなっている。一方、運行事業者は、利用受付したものを独自

に導入している予約管理システムにて配車を管理している。 

これら運行事業については、大都市郊外Ｇでは、公募型プロポーザルで運行事業者を選定し、

その結果、地元タクシー事業者が約 2,800 万円/年、５年契約で運行を受託している。 

2023 年度の運行状況としては、１日当たり利用者数は 40.7 人で、１日１台当たり利用者数は

13.8 人、１人当たり運行経費は 2,793 円であり、予約受付状況としては、予約のお断りも発生し

ているが、１日３件程度に抑えられている。 

 

第6章

新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

第
6
章

141



133 

識している。 

 この地域では一世帯当たりのマイカー保有率が高いため、マイカーを持たずデマンド交通を

必要とする住民は少ない。需要が少ない一方で、運行日１日に対して１台デマンド交通専用

の車両を張り付けているのが過大供給につながってしまっている。この課題に対しては、例

えば１日数回の基本ダイヤ型にして、借り上げコストを１便単位にする方法が考えられる （地

方都市Ｊ、地方都市Ｋの例が解決策になるだろう）。 

 借り上げコストもやや高いが、事業者選定において既に価格競争は導入されているため、今

後の入札の活性化に期待するところが大きいだろう。 

 地方都市Ｈでは、Ｓ地域のほかにコミュニティバス４路線をデマンド交通４地域に置き換え

たが、いずれも利用者数はデマンド交通導入後に減少している。 

 

⑥ 大都市郊外Ｉ都市におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 66,254 円 

１日１台当たり輸送人数 1.47 人 

１日１台当たりコスト 97,514 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 非固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 ネクスト・モビリティ株式会社 

a） サービス概要 

自治体の一部区域である郊外部に該当する 2.52 ㎢に供給されるデマンド交通である。地域人口

は約 20,000 人。デマンド交通のほかにも、朝のラッシュ時間には JR 線及び私鉄の駅に向けて１

時間に 11 本の路線バスが走る区域である。コミュニティバスの減便や、その代替策の定時定路線

無料巡回ワゴンの廃止代替として、2023 年にデマンド交通を導入した。 

運行地域内に設置された 53 カ所の乗降ポイントどうしを結び、週６日運行する非固定ダイヤ型

である。配車システムは、ネクスト・モビリティ株式会社のものを導入している。運行日は平日・

土曜で、サービス時間帯は朝９時～17 時である。利用対象者の限定は特にしておらず、予約に際

しては事前の利用登録が必要となる。また、予約については専用アプリと電話がある。予約期限

は特にないが、電話予約に関しては朝９時から 17 時までという制限がある。運賃は、地域内での

運行は１回 300 円、一部の乗降ポイントについては 400 円・700 円がそれぞれ設定されており、

小児や障がい者、介護者、運転免許自主返納者に対しては割引が適用される。 

車両はセダン車両を２台使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。市補助

金は運行開始後 71 日間に対して 13,847,000 円 67、１日１台当たりのコストは 97,514 円であり、

 
67  本事例のみ、総運行経費の情報が得られなかったため、行政負担額でコストを計算している。運賃収入はかな

り少ないので、総運行経費でコストを計算した場合と比べても、結果はあまり変わらない。 
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ほかの事例と比べると非常に高額となっている。 

１日１台当たり利用者数は 1.47 人で、１人当たりコストが 66,254 円に達しており、こちらも

かなり高額である。 

 

b） ポイント 

 巡回ワゴンを運行していた頃は、１日平均利用者数が 28 人いたが、デマンド交通については

2.9 人であり、巡回ワゴンに比べると利用者が大幅に減っている。この地域では巡回ワゴン

の方が向いている乗り物だった可能性がある。 

 大都市郊外部であり、既存のバス路線や自転車、徒歩などのほかの交通手段を利用しても便

利に生活できるため、デマンド交通でしか対応ができない移動需要が少ないことも利用者数

が伸び悩む理由の１つとして考えられる。 

 車両の借り上げ料がかなり高額になってしまっている。運行開始まで時間的猶予が無く、事

業者を競争的に選定する余裕が無かったことが背景の１つにある。デマンドシステム経費も

かなりの負担になっているとみられる。現行の車両台数・利用者数であれば、より簡素で安

価なシステムや手動配車でも十分対応が可能だと考えられる。これについても、前述の背景

の中で、運行事業者側が選定した配車システムを提案し、自治体がそれを採用したという事

情があったようだ。 

 

3） 少ない人数を 1 日 1 台未満のコストで運ぶ方法 

１人当たりコストを削減するためのもう１つの方法として、少ない人数を１日１台未満のコス

トで運ぶ方法がある。この方法では、デマンド交通に使う車両を１日中借り上げて料金を支払う

のではなく、特定の需要に絞った交通サービスを供給し、提供したサービス１本ごとに料金を支

払う単価契約に基づき実施されている。ここで紹介する地方都市Ｊ、地方都市Ｋ、地方都市Ｌの

事例においては、最低限度の生活を確保のための最低限の交通サービスを提供しており、少ない

コストによって交通サービスを提供することを実現している。一般的にデマンド交通というと、

専用車両を電話・アプリで自由に呼び出すフルデマンド型が想起されるが、目安ルートを設置し

たり、おおよその出発時間を設定したりするセミデマンド型においても、利用者の需要に応じた

多様なサービス設計が可能である。 
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67  本事例のみ、総運行経費の情報が得られなかったため、行政負担額でコストを計算している。運賃収入はかな

り少ないので、総運行経費でコストを計算した場合と比べても、結果はあまり変わらない。 
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① 地方都市Ｊの郊外部におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,775 円 

１日１地域当たり輸送人

数 
4.53 人 

１日１地域当たりコスト 8,050 円 

運行スタイル 

運行方式 

自由経路ドアツードア型 

※ルートと運行方向が決まっており、 

中部運輸局の分類上こちらに定義 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 導入なし 

a） サービス概要 

市街地から離れた、自治体内の一部区域である面積約 40km2、人口約 100,000 人の郊外部に供給

されているデマンド交通である。自治体内には路線バスが 11 路線運行されており、高齢者や生

徒・学生に利用されている。デマンド交通については、一般路線バスの廃止代替として 2008 （平

成 20）年に導入され、徐々に運行地域を増やし、現在では 10 地域で運行するに至る。 

10 の地域はそれぞれ郊外ゾーンと街中ゾーンに分類されており、両者の間を１日２～５往復の

上り便 ・下り便が予約に応じて運行する（予約が無ければ運行しない）、基本ダイヤ型のデマンド

交通である。郊外ゾーンでは乗降できる施設は決められており、街中ゾーン内での移動もできな

い。また、各便は上り・下りが決まっており、逆方向に向かうことはできない。運行日は平日と

土曜の週６日（一部地域では平日のみの週５日）である。配車システムは導入されていない。事

前に利用登録が必要であり、登録をすると利用者証が発行される。予約については、利用する便

の１時間前まで （早朝便は利用前日の 20 時まで）の電話予約が必要である。同じ時刻に予約が重

なった場合には、利用者が相乗りして運行が行われる。運賃は基本１回 500 円だが、一部地域で

はゾーン内でブロック分けがされており、ブロックを超えると 100 円が加算される場合がある。

また、地域内でもゾーンが分類されており、ゾーン間移動に対しては追加料金がかかる場合があ

る。 

車両はセダン車両を使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。１km 当たり

約 500 円の単価契約で、営業状態で実際に走行した距離（回送距離は含まない）分のみ支払う。

他地域の１日１台当たりコストと比較するために、強いてコストを１日１地域当たりに直すと

8,050 円である。 

１日１地域当たり利用者数は 4.53人と多くはないものの、１日１台単位のコストの発生の仕方

でなく単価契約でコストが安く抑えられているため、１人当たりコストは 1,775 円にとどまって

いる。デマンド交通の地域は路線バスと重なっており、デマンド交通の主なターゲットはバス路

線から距離がある人の通院・買い物である。主な行先は市街地である。 
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b） ポイント 

 上り便・下り便の方向指定及び１日２～５往復の基本ダイヤ設定と、かなり制約度の強い

運行をしており、薄く広がる利用者の需要を束ねやすくなっている。そのため、１便当た

りの利用者数は 1.56 人を達成している。制約度の強い運行を実現できた背景には、自治体

としてコストを重視し、フルデマンドのような過大なサービス設計を回避する志向を持っ

ており、それに住民も理解を示したことが挙げられる。 

 実車走行時に限ってコストが発生する単価契約でコストダウンを実現できたことが大きい。

その背景には、制約度の強い運行により、事業者にとって一般タクシーの手待ち時間に請

け負えるほどにサービスがコンパクトになっていることと、タクシー事業者からの理解を

得られたことが挙げられる。 

 

② 地方都市Ｋの郊外部におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,069 円 

１日１地域当たり輸送人

数 
4.26 人 

１日１地域当たりコスト 4,551 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 BF：バス停等(BusStop) ⇔着地固定(Fix) 

配車システム企業 導入なし 

a） サービス概要 

自治体内の一部区域である合計面積約 0.5km2、合計人口約 2,000 人の２つの隣接する住宅団地

に供給されているデマンド交通である。住宅団地から南北約１km 先に普通列車毎時４往復が走る

鉄道駅が２つある。この住宅団地は比高 70m ほどの高台に位置しており、路線バスの供給が無い

交通空白地であることから生活の足の確保が問題となっていた。この問題を解決するための輸送

手段として、2016（平成 28）年にデマンド交通を導入し、現在に至る。 

運行地域は、一方の住宅団地と２つの鉄道駅及び他方の住宅団地と１つの鉄道駅をつなぐ３地

域(ルート)となっている。住宅団地内はいくつかの乗車場所があるが、到着地点については鉄道

駅に固定されている。運行日は平日と土曜の週６日を運行する基本ダイヤ型のデマンド交通であ

る。配車システムは導入されていない。１日に往路３便・復路３便の計６便が運行される。主な

想定利用者はその地域に居住する住民だが、利用対象者に特に制約は設けていない。事前に利用

登録が必要となっている。予約については出発時刻 30 分前までの電話予約が必要である。予約が

入らない場合は運行しない。運賃は１回 400 円であり、小人・障害者は 200 円である。なお、１

便に２人以上乗り合った場合は大人運賃のみ 100 円引きされる。 

車両はセダン車両を使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。１便につき

３ルートそれぞれの金額は 1,700円、1,800 円、2,300 円の単価契約としており、予約を受けて実

際に走行した便の費用のみ支払う。この単価は、実車走行キロ当たりに直すと約 700 円前後であ
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① 地方都市Ｊの郊外部におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,775 円 

１日１地域当たり輸送人

数 
4.53 人 

１日１地域当たりコスト 8,050 円 

運行スタイル 

運行方式 

自由経路ドアツードア型 

※ルートと運行方向が決まっており、 

中部運輸局の分類上こちらに定義 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 
DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 導入なし 

a） サービス概要 

市街地から離れた、自治体内の一部区域である面積約 40km2、人口約 100,000 人の郊外部に供給

されているデマンド交通である。自治体内には路線バスが 11 路線運行されており、高齢者や生

徒・学生に利用されている。デマンド交通については、一般路線バスの廃止代替として 2008 （平

成 20）年に導入され、徐々に運行地域を増やし、現在では 10 地域で運行するに至る。 

10 の地域はそれぞれ郊外ゾーンと街中ゾーンに分類されており、両者の間を１日２～５往復の

上り便 ・下り便が予約に応じて運行する（予約が無ければ運行しない）、基本ダイヤ型のデマンド

交通である。郊外ゾーンでは乗降できる施設は決められており、街中ゾーン内での移動もできな

い。また、各便は上り・下りが決まっており、逆方向に向かうことはできない。運行日は平日と

土曜の週６日（一部地域では平日のみの週５日）である。配車システムは導入されていない。事

前に利用登録が必要であり、登録をすると利用者証が発行される。予約については、利用する便

の１時間前まで （早朝便は利用前日の 20 時まで）の電話予約が必要である。同じ時刻に予約が重

なった場合には、利用者が相乗りして運行が行われる。運賃は基本１回 500 円だが、一部地域で

はゾーン内でブロック分けがされており、ブロックを超えると 100 円が加算される場合がある。

また、地域内でもゾーンが分類されており、ゾーン間移動に対しては追加料金がかかる場合があ

る。 

車両はセダン車両を使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。１km 当たり

約 500 円の単価契約で、営業状態で実際に走行した距離（回送距離は含まない）分のみ支払う。

他地域の１日１台当たりコストと比較するために、強いてコストを１日１地域当たりに直すと

8,050 円である。 

１日１地域当たり利用者数は 4.53人と多くはないものの、１日１台単位のコストの発生の仕方

でなく単価契約でコストが安く抑えられているため、１人当たりコストは 1,775 円にとどまって

いる。デマンド交通の地域は路線バスと重なっており、デマンド交通の主なターゲットはバス路

線から距離がある人の通院・買い物である。主な行先は市街地である。 
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る。他地域の１日１台当たりコストと比較するために強いて１日１地域当たりにコストを直すと

4,551 円である。 

１日１地域当たり利用者数は 4.26人と多くはないものの、１日１台単位のコストの発生の仕方

でなく、１運行当たりの単価契約によってコストが安く抑えられているため、１人当たりコスト

は 1,069 円にとどまっている。地方都市Ｊと同様に単価契約によりコストダウンしている事例で

ある。主な利用者は高齢者や移動制約者であり、主な行先は鉄道駅である。 

 

b） ポイント 

 １日３往復の基本ダイヤの設定かつ住宅団地～鉄道駅間に限定した区間設定という、かな

り制約度の強い運行をしており、利用者の需要を束ねやすくなっている。 

 実車走行時に限ってコストが発生する単価契約でコストダウンを実現できたことが大きい。

その背景には、制約度の強い運行により、事業者にとって一般タクシーの手待ち時間に請

け負えるほどにサービスがコンパクトになっていることと、タクシー事業者の理解を得ら

れたことが挙げられる。 

 

③ 地方都市Ｌの中山間地域におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,469 円 

１日１台当たり輸送人数 13.48 人 

１日１台当たりコスト 19,815 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 DT：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔ 

乗り継ぎ施設(Transfer) 

配車システム企業 導入なし 

a） サービス概要 

自治体内の一部区域である、面積約 220km2、人口約 2,600 人の中山間地域に供給されているデ

マンド交通である。中心となる集落と市中心部との間には路線バスが１日９往復運行されている

が、中心集落と山中の小集落の間には当該デマンド交通以外の公共交通はない。2009 年に、それ

まで社会福祉協議会が実施していた移送サービスを、市が運行する自家用有償旅客運送（交通空

白地有償運送）に移行し、現在に至る。 

運行地域は５地区に分かれており、各地区と中心集落にある市営病院や役場支所、及び買物の

拠点となっている道の駅の間で、週２日（週内の別日に２往復ずつ）を運行する固定ダイヤ型で

ある。地区内では集落ごとに設けられた停留所に停車し、配車システムは導入されていない。運

行日は平日のみで、週２日のうち１日は朝と昼に、もう１日は昼過ぎと夕方に、計２往復が運行

される。また、中心集落から各地区に向かう便については、道の駅で 30 分程度買物のための停車

時間を設けていることも特徴的である。住民以外の利用も可能であり、朝の便は前日までに、そ
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のほかの便は運行１時間前までの電話予約が必要である。運賃は１回 200 円である。 

車両は専用のハイエース１台を使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。

委託費は年間 71.5 万円の固定費と、当該地域のタクシー料金に相当する運行単価を合わせた額を

支払う純費用契約となっており、事業者との価格交渉により価格を決定している。１日１台当た

りのコストは 19,815 円である。 

１日１台当たり利用者数は 13.48 人で、中山間地域のデマンド交通としてはかなり多い部類に

入る。また、１人当たりコストが 1,469 円に抑えられていることも特徴であり、生活支援交通を

少ないコストで確保維持している事例として、注目するべき点は多い。主な利用者は通院や買い

物の高齢者、主な行先は病院、役場支所、道の駅が集まる中心集落である。 

 

b） ポイント 

 定時定路線バスに近い固定ダイヤ型のデマンド交通であり、かつ運行本数を週２日、最大

でも週４往復に絞っているため、結果として複数の移動重要を１便に集約できていること

が、１日１台当たりの利用者数を押し上げている最大の要因となっている。供給されてい

るサービスレベルは、住民が最低限の活動を行うための移動サービスとしては限りなくミ

ニマムに近いが、それこそが高い費用効率を実現しているポイントの１つでもある。 

 加えて、利用者の主な行先の１つである市営病院では、診療予約をデマンド交通の運行日

に合わせる、病院担当者がデマンド交通の予約もその場で行う、といった工夫が行われて

いる。また、病院の帰りに道の駅で買い物ができるようにダイヤを設定するなど、デマン

ド交通が住民の最低限度の活動を保証する移動手段として機能するための取組が充実して

いる。 

 事業者との運行契約が単価契約に限りなく近い（固定費を運行日数で割ると、１日当たり

の単価は 3,000 円に満たない）ことも特筆される。地方都市Ｊ、Ｋと同様、最低限の移動

に特化したサービスとしてデマンド交通を供給する場合、車両を運行しない場合は費用が

発生しない単価契約とすることで、より運行コストを削減することが可能である。 
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る。他地域の１日１台当たりコストと比較するために強いて１日１地域当たりにコストを直すと

4,551 円である。 

１日１地域当たり利用者数は 4.26人と多くはないものの、１日１台単位のコストの発生の仕方

でなく、１運行当たりの単価契約によってコストが安く抑えられているため、１人当たりコスト

は 1,069 円にとどまっている。地方都市Ｊと同様に単価契約によりコストダウンしている事例で

ある。主な利用者は高齢者や移動制約者であり、主な行先は鉄道駅である。 

 

b） ポイント 

 １日３往復の基本ダイヤの設定かつ住宅団地～鉄道駅間に限定した区間設定という、かな

り制約度の強い運行をしており、利用者の需要を束ねやすくなっている。 

 実車走行時に限ってコストが発生する単価契約でコストダウンを実現できたことが大きい。

その背景には、制約度の強い運行により、事業者にとって一般タクシーの手待ち時間に請

け負えるほどにサービスがコンパクトになっていることと、タクシー事業者の理解を得ら

れたことが挙げられる。 

 

③ 地方都市Ｌの中山間地域におけるデマンド交通  

運行効率性 

１人当たりコスト 1,469 円 

１日１台当たり輸送人数 13.48 人 

１日１台当たりコスト 19,815 円 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ミーティングポイント型 

運行ダイヤ 固定ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 DT：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔ 

乗り継ぎ施設(Transfer) 

配車システム企業 導入なし 

a） サービス概要 

自治体内の一部区域である、面積約 220km2、人口約 2,600 人の中山間地域に供給されているデ

マンド交通である。中心となる集落と市中心部との間には路線バスが１日９往復運行されている

が、中心集落と山中の小集落の間には当該デマンド交通以外の公共交通はない。2009 年に、それ

まで社会福祉協議会が実施していた移送サービスを、市が運行する自家用有償旅客運送（交通空

白地有償運送）に移行し、現在に至る。 

運行地域は５地区に分かれており、各地区と中心集落にある市営病院や役場支所、及び買物の

拠点となっている道の駅の間で、週２日（週内の別日に２往復ずつ）を運行する固定ダイヤ型で

ある。地区内では集落ごとに設けられた停留所に停車し、配車システムは導入されていない。運

行日は平日のみで、週２日のうち１日は朝と昼に、もう１日は昼過ぎと夕方に、計２往復が運行

される。また、中心集落から各地区に向かう便については、道の駅で 30 分程度買物のための停車

時間を設けていることも特徴的である。住民以外の利用も可能であり、朝の便は前日までに、そ
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④ 地方都市Ｍの郊外部におけるデマンド交通（2024 年のシステム改変以前）  

運行効率性 

１人当たりコスト 9,281 円 

１日１台当たり輸送人数 2.82 人 

１日１台当たりコスト 

26,191 円 

※自治体が車両供与をしているため、車両

代金を５年償却で計上 

運行スタイル 

運行方式 自由経路ドアツードア型 

運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 導入なし 

a） サービス概要 

市内の一部区域である住宅の散在する郊外約 40km2 と山間部約 15km2 に供給されているデマン

ド交通で、人口は約 4,000 人である。地域に路線バスは無く、普通列車毎時１往復程度の鉄道が

存在している。路線バスの廃止をきっかけに、代替手段として 2014（平成 26）年に導入された。 

地域ごとに通過時刻が決まっており、１日４～６往復の定時便が予約制で供給される基本ダイ

ヤ型である。地域内は自宅玄関先まで停車する。配車システムは導入されていない。運行日は毎

日で、便は最長で朝７時台～19 時台に設定されている。利用対象者は住民で、１回限りの登録を

行えば、始発地出発１時間前まで（始発便は前日まで）に電話予約をすれば利用可能。運賃は１

回 300 円である。定時定路線バスが廃止になった際の代替交通として導入された経緯から、サー

ビス設計は定時定路線バスの色彩を色濃く残しているのが特徴的である。 

車両はハイエース３台を使用しており、地元のタクシー事業者が運行を受託している。年間

2,630 万円の総費用契約となっており、事業者選定は公募型プロポーザルで行われている。車両３

台は自治体から事業者に無償供与されており、コストを捉えるためには車両取得価格 780 万円の

５年償却分を計上する必要がある。その上で１日１台当たりに換算すると、コストは 26,191 円と

なり、借り上げコストとしては標準的な部類である。 

１日当たり利用者数は 8.5 人で、１日１台当たりの利用者数は 2.8 人、１人当たりコストは

9,281 円に達している。主な利用者は通院や買い物の高齢者である。主な行先は病院 ・診療所や商

業施設が集まる市街地である。 

 

b） ポイント  

 定時便が１日数往復設定され、地域ごとに通過時刻が決まっているセミデマンド方式であり、

本来的には薄い需要を束ねやすくなっているものと思われる。 

 広大な面積をカバーしている一方で、１日当たり利用者数が 8.5 人と少ない人数にとどまっ

てしまっている。当該自治体担当者としては、高齢者も含めてマイカー中心のライフスタイ

ルから抜け出せないことが課題だと感じている。 
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 １日当たり 8.5 人という利用者数に対して、３台の車両をあてがっている点が、１人当たり

コストを押し上げる要因となっている。また、運行の有無に関わらず年間の固定額が発生す

る契約となっていることが、１日１台当たりコストを大きく押し上げている。運行しない便

に対する支払が高額になってしまっているため、基本ダイヤ型かつ１日数本で実際に運行す

る便数が半数以下という実態を踏まえれば、実際に運行するたびに単価でコストが発生する

契約にすることにより、大幅なコストダウンが期待できる。 

 また、コストダウンのためには、地区ごとに時間をずらしたり、運行曜日を絞って地区ごと

に運行曜日をずらしたりすることで、車両数を削減することも有効だと考えられる。 

 当該自治体では、輸送効率を高めるために 2024 年 10 月から AI オンデマンドシステムを導

入した。一方、月間 30万円のランニングコスト（利用者数が変わらない場合、１人当たり約

1,200 円の追加コスト）がかかっており、それを上回る費用削減効果が得られるかが課題だ

といえる。予約が多すぎて捌ききれないという状況下では、配車システム導入の意味は大き

いが、地方都市Ｍの場合、利用者数に比べて供給力が大きすぎることが問題なので、輸送効

率を高めるよりも、利用者を増やすか供給量を削減するかが求められていた可能性がある。 

 

（6） 定時定路線バスと比べたときのデマンド交通の最適領域 

デマンド交通と定時定路線バスを利用者の利便性という観点から比較すると、デマンド交通は
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は、路線バスの頃と比べると全地域でデマンド交通の方が利用者は減っていた。利用者からより

強く支持されるのは、予約せずとも時刻表どおりに必ずやってくる定時定路線バスなのである。

そのため、利便性の面からいえば、まずは定時定路線バスの維持を優先して考え、どの方策を取
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の移行を検討すべきだと考えられる。 

また、第５章第６節で述べたとおり、東京都における定時定路線バスの採算ラインは１日１台

当たり利用者数 422 人である。一方で、デマンド交通が１日１台に運べる人数には限界があり、

それは今回の事例調査を踏まえても約 25 人と考えられる。１日１台当たり利用者数がこれを超え

る場合は、仮に赤字であっても定時定路線バスを維持する方が運転士の有効活用になる。 

運転士不足時代にあって重要なのは定時定路線バスの優先的な活用なのである。69 

 

 
68 中部運輸局 2012年「デマンド型交通の手引き」 
69  学識経験者からはさらに、運転士不足時代においては、大型二種免許保有者しか担えない通常の路線バスサー

ビスを、まず普通二種免許保有者でも担える小型バスサービスにダウンサイジングし、それでもなお１人当たり

コストが高くつく場合にデマンド交通にするという二段構えで考えるべきで、通常の路線バスサービスを直ちに

デマンド交通に置き換えるのは飛躍があるとの指摘があった。 
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④ 地方都市Ｍの郊外部におけるデマンド交通（2024 年のシステム改変以前）  
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代金を５年償却で計上 
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運行ダイヤ 基本ダイヤ型 

発着地（OD）自由度 DD：ドア（自宅・施設）(Door) ⇔   

ドア(自宅・施設)直行型（Door） 

配車システム企業 導入なし 
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５年償却分を計上する必要がある。その上で１日１台当たりに換算すると、コストは 26,191 円と

なり、借り上げコストとしては標準的な部類である。 

１日当たり利用者数は 8.5 人で、１日１台当たりの利用者数は 2.8 人、１人当たりコストは

9,281 円に達している。主な利用者は通院や買い物の高齢者である。主な行先は病院 ・診療所や商

業施設が集まる市街地である。 

 

b） ポイント  

 定時便が１日数往復設定され、地域ごとに通過時刻が決まっているセミデマンド方式であり、

本来的には薄い需要を束ねやすくなっているものと思われる。 

 広大な面積をカバーしている一方で、１日当たり利用者数が 8.5 人と少ない人数にとどまっ

てしまっている。当該自治体担当者としては、高齢者も含めてマイカー中心のライフスタイ

ルから抜け出せないことが課題だと感じている。 
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図 6-7 デマンド型交通導入前後の市町村における利用者数とコストの比較 

（路線定期型交通の代替手段としてデマンド型交通を導入したケースより） 

出典：国土交通省中部運輸局 2012年「デマンド型交通の手引き」 

 

（7） タクシー補助と比べたときのデマンド交通の最適領域 

タクシーは、専用車両のキャパシティの制限や他人との乗合、それによる迂回などに影響され

ない、最もフレキシブルで利便性の高いデマンド交通の姿である。繰り返しになるが、狭義のデ

マンド交通は、タクシーと同等の利便性を提供しつつ、IT を活用して複数の利用者を効率的に乗

り合わせることで、タクシーより低コストで運行することを目指している。この観点から、利用

者１人当たりコストがタクシーメーター運賃を上回るデマンド交通は、その存在意義が問われる

ことになる。タクシーメーター運賃は、デマンド交通のコスト水準を評価する上で、超えてはな

らない重要な基準となっている。 

埼玉県では、東松山市を皮切りに、「デマンド交通よりもタクシー補助の方が効率的ではないか」

ということに気づいた自治体が、相互に参照しながら、地域の足としてタクシー補助制度を導入

するようになっている。 
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表 6-1 埼玉県内における区域を限定したタクシー乗車料金の割引 

市区町村名 制度名 制度開始時期 

埼玉県東松山市 東松山市デマンドタクシー 平成 27 年 12月 

埼玉県志木市 志木市デマンド交通 平成 28 年４月１日 

埼玉県比企郡川島町 かわみんタクシー 平成 29 年１月 

埼玉県行田市 
行田市デマンドタクシー 

（令和６年 12月 28日付けで運行終了） 
平成 29 年４月 

埼玉県比企郡小川町 小川町デマンドタクシー 平成 30 年４月１日 

埼玉県鴻巣市 デマンド交通ひなちゃんタクシー 令和２年４月１日 

埼玉県久喜市 くきふれあいタクシー（補助タク） 令和２年４月１日 

埼玉県春日部市 
庄和地域を対象にタクシー補助制度（春タク）の実

証実験 
令和６年１月４日 

 

東松山市では、市内の乗降ポイント及び市外の森林公園駅・つきのわ駅・武蔵嵐山駅を乗降ポ

イントとして設定している。自宅と乗降ポイントの相互間及び乗降ポイントどうしの相互間を、

月曜日から土曜日の朝８時 30 分～17 時の間で移動する場合に、市内タクシー事業者のタクシー

を呼ぶと、割引価格で利用することができる。割引を適用するためには利用登録が必要だが、住

民登録のある高校生以上であれば登録可能である。運行時はタクシーメーター運賃を適用し、利

用者は降車時に補助額を差し引いた自己負担額を運転手に支払う。通常のタクシーと使い方は同

じであるため、運賃は１台単位で発生し、家族や友人と同乗するとお得になる。こうした利用を

市も推奨している。メーター運賃と自己負担額の関係は次頁の図のとおりである。利用回数に制

限はない。 

また、同市の事例では、１組当たりのコスト＝タクシーメーター運賃の平均は 1,688 円となっ

ている。１人当たりコストの判定基準に照らせば、デマンド交通としては効率的な部類に属する。

専用車両を借り上げることによる不稼働時間への支払いが発生しないため、この水準のコストが

実現できている。効率的なデマンド交通を供給するためには、必ずしも表面上の「乗合率」を上

げるために、デマンド交通専用の車両を確保し AI オンデマンドシステムを入れる必要はないので

ある。 

141 

 

図 6-7 デマンド型交通導入前後の市町村における利用者数とコストの比較 

（路線定期型交通の代替手段としてデマンド型交通を導入したケースより） 

出典：国土交通省中部運輸局 2012年「デマンド型交通の手引き」 

 

（7） タクシー補助と比べたときのデマンド交通の最適領域 

タクシーは、専用車両のキャパシティの制限や他人との乗合、それによる迂回などに影響され

ない、最もフレキシブルで利便性の高いデマンド交通の姿である。繰り返しになるが、狭義のデ

マンド交通は、タクシーと同等の利便性を提供しつつ、IT を活用して複数の利用者を効率的に乗

り合わせることで、タクシーより低コストで運行することを目指している。この観点から、利用

者１人当たりコストがタクシーメーター運賃を上回るデマンド交通は、その存在意義が問われる

ことになる。タクシーメーター運賃は、デマンド交通のコスト水準を評価する上で、超えてはな

らない重要な基準となっている。 

埼玉県では、東松山市を皮切りに、「デマンド交通よりもタクシー補助の方が効率的ではないか」

ということに気づいた自治体が、相互に参照しながら、地域の足としてタクシー補助制度を導入

するようになっている。 
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図 6-8 東松山市デマンドタクシーのメーター運賃と自己負担額の関係 

出典：一般財団法人計量計画研究所作成 

 

ただし、国の財政措置がタクシー補助を冷遇しており、自治体の判断をデマンド交通に誘導し

ている面もある。それというのは、国の地方バスに関する特別交付税措置や地域内フィーダー系

統国庫補助 70は、基本的にタクシー補助を対象としていないからである。そのため、これらを予

算に計上している自治体にとっては、タクシー補助に比べてデマンド交通の方が総コストは高い

ことが分かっていても、純粋な市町村負担額ベースで見るとデマンド交通の方が有利ということ

があり得る。インタビュー調査においては、地方都市Ｈがその例であった。 

 

（8） まとめ 

 デマンド交通はバスと同じく、１日１台の車両・運転手をその日の利用者数でシェアする乗り

物である。１日１台のコストが決まると、１日１台の自動車をどれくらいの人数（利用者数）で

シェアするかにより、１人当たりコストが決まってくる。このとき、デマンド交通の問題は、１

つ目に予約の手間が嫌われて利用者数が減少すること、２つ目にバスに比べて輸送能力が低いこ

と、これらのために１日１台当たり輸送人数が低迷しがちということである。 

 １日１台当たり輸送人数が低迷すると、１人当たりコストが高騰するが、これをコストダウン

するためには３つの方法がある。 

 １つは、①１台の車両をより多くの人数で共有することによるコストダウンである。しかし、

今回の調査からは、デマンド交通は１日１台約 25 人が輸送人数の最大値とみられ、このアプロー

 
70  地域内フィーダー系統国庫補助は、「過去に乗合バス事業等により乗合旅客の運送を行っていた地域であって、

乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運輸局長等が認めた地域内の運行であること」（地

域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 別表７のリ）を条件に、かなり限定的な範囲でタクシー補助を

補助対象としている。 
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チには限界がある。 

 次に、②少ない人数を１日１台未満のコストで運ぶことによるコストダウンである。固定・基

本ダイヤ型で基軸経路を設定するなど、タクシーの片手間で担えるようにサービスを小さく切り

分け、事業者が単価契約でも魅力的にとらえて参入するように整えることが肝要である。それが

できない場合には、単価契約に頼る手法は非現実的となる。 

 最後に、③タクシー補助という有力なデマンド交通代替手法もある。デマンド交通の１人当た

りコストがタクシーメーター運賃を上回っている場合は、タクシー補助に切り替えた方が良い。

ただし、これは一般タクシーの供給があることが前提である。 

 これを図化したのが図 6-9 である。これを見ると、一般に思い浮かべる、専用車両を乗り合い

で使うタイプのデマンド交通が比較優位となる領域は、わずかに１日１台当たり輸送人数約 20 人

～25 人の部分となる。デマンド交通がかろうじて比較優位となるのは、タクシー補助と定時定路

線バスの間のわずかの狭間の領域だけなのである。 

 定時定路線バスと比べてデマンド交通は、１人当たりに直すと桁違いに費用のかかる乗り物で

ある。生活の足を守るための経費は、税収という希少な財源から支出されるが、それが非効率な
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図 6-9  デマンド交通のコスト削減方法 

出典：一般財団法人計量計画研究所作成 
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図 6-8 東松山市デマンドタクシーのメーター運賃と自己負担額の関係 

出典：一般財団法人計量計画研究所作成 
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70  地域内フィーダー系統国庫補助は、「過去に乗合バス事業等により乗合旅客の運送を行っていた地域であって、

乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運輸局長等が認めた地域内の運行であること」（地

域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 別表７のリ）を条件に、かなり限定的な範囲でタクシー補助を
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デマンド配車システム紹介 

近年、コンピュータの計算能力の向上や通信技術の発達により、利用者の予約に応じて最適な

経路と配車をリアルタイムで行うデマンド配車システムが普及した。2024 年現在、把握できるだ

けでも 20 以上の配車システム企業がある。本コラムでは、デマンドの配車システムを手掛ける企

業とその類型を紹介する（五十音順）。 

 

1. アーティサン株式会社（Artisan） 「オンデマンドバス予報」 

地方部の路線バスやコミュニティバスの代替手段として、低コスト・短納期で導入可能な

予約配車システム。自治体やタクシー事業者の配車オペレーションの削減を狙っている。 

 

2. 株式会社アイシン 「チョイソコ」（コガソフトのシステムを使用） 

配車システムだけでなく、運行前の合意形成や協賛の確保、運行後の利用促進にも強みが

ある。また、本社に予約センターを設置し、利用者のニーズにすぐ対応できるような体制が

構築されている。 

 

3. 株式会社 AV プランニング 「デマンドバスシステム自由な足」 

2000 （平成 12）年からデマンドシステムを手掛ける老舗。アルゴリズム、電話利用に特化

した予約システムにより、最大の配車効率を引き出すシステムを提供している。 

 

4. 株式会社 NTT ドコモ 「AI 運行バス」（SAVS システムを使用） 

各都道府県に支社支店を持つドコモの強みを生かした、地域の特性に柔軟に対応するデマ

ンドサービス。イベント情報やおすすめスポットの紹介、飲食店や観光施設への乗降場所設

置を通して地域全体の盛り上げにも貢献している。 

 

5. 東日本電信電話株式会社（NTT 東日本） 「お出かけデマンド」 

利用状況に応じて運行改善のためのパラメータ調整等を実施。また、子ども・高齢者向け

見守り機能や観光客向けの一時利用機能などを実装している。 

 

6. ND ソフトウェア株式会社／株式会社メタ・イズム 「スマート・デマンド交通システム」 

ドア to ドア型以外に、停留所方式にも対応しつつ、乗継予約や各種割引の自動計算にも対

応した配車システムである。 

 

7. 京セラみらいエンビション株式会社 「しらせあい配車システム」 

予約インターフェースに強み。高齢者でもスマホから簡単に予約できるようなデザインや、

発車時刻前の音声通知などが特徴。また、専用端末からワンタップで電話予約ができる。 

 

8. 株式会社建設技術研究所 「シティ Mobility」 

建設コンサルが手掛けるデマンドサービス。独自のアルゴリズムを有し、地域に合ったサ

ービス水準をシミュレート。運行実績の可視化等を通じて地域公共交通の活性化、交通まち

づくりを提案。 
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9. コガソフトウェア株式会社 「孝行デマンドバス」 

東京大学の論文を参照しつつ、独自に改良を加えたアルゴリズムを実装。フルデマンド・

セミデマンド双方に対応し、音声自動応答を通じて、24時間 365 日対応可能な無人の電話予

約サービスも実装可能である。 

 

10. Community Mobility 株式会社 「mobi」（SWAT Mobility のシステムを使用） 

WILLER株式会社と KDDI株式会社により設立された。都市部でのデマンド運行実績も多い。

また、定額乗り放題プランを設定するなど運賃設定にも特色がある。 

 

11. 順風路株式会社 「コンビニクル」 

東京大学発ベンチャーで、日本におけるオンデマンドシステムの先駆け。70 自治体ほどの

導入実績があり、シンプルな配車機能を提供することで、自治体にとって持続可能な形のオ

ンデマンドシステムを提供している。 

 

12. SWAT Mobility 

シンガポール発企業。人流シミュレーションから、最適なデマンドの車両台数とサービス

レベルを提案する。長野県白馬村では、高い乗合率を達成している。 

 

13. ネクスト・モビリティ株式会社 「のるーと」（スペアラボのシステムを使用） 

西日本鉄道と三菱商事が設立したシステム会社。西鉄のバス事業者としてのノウハウを生

かし伴走支援を実施している。システム供給元のスペアラボはカナダのスタートアップ企業。 

 

14. 株式会社バイタルリード 「TAKUZO」 

地方部の DID 以外のエリアにおける乗合タクシーを対象に開発されたオンデマンドシステ

ムである。行政への負担、タクシー会社への負担を最小限にしつつ、地域の足を確保するシ

ステム構築を行っている。 

 

15. 株式会社パブリックテクノロジーズ 「パブテク AI 配車」 

配車システムの提供にとどまらず、同一アプリ上で公共ライドシェアや AI チャットボット

など多彩な機能を実装可能。自治体のサービスをオールインワンで提供することを目指す。 

 

16. Via Mobility Japan 株式会社 

世界 35 か国で都市・交通事業者にシステムを提供する Viaの日本法人。公共交通のシミュ

レーターを有し、交通計画のシミュレーションも実施する。長野県茅野市で運行実績あり。 

 

17. 富士通株式会社 「オンデマンド交通サービス」（コガソフトのシステムを使用） 

いわゆるデマンドにとどまらず、施設送迎や自家用有償旅客運送などの運営を一元化しな

がら、地域交通の最適化を行う。 

 

18. 株式会社未来シェア 「SAVS」 

配車アルゴリズムに圧倒的な強みを持つ大学発ベンチャー。2010 年代より、配車アルゴリ

ズムに関する多くの学術論文を投稿しており、システム開発の側面も持つ。 
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19. Moovit App Global.ltd 「Moovit」 

イスラエルの自動運転会社が発端となって開発。自動運転によるオンデマンド交通の実現

を見据えたデマンド導入が可能。また、Moovit アプリとの連携によって、デマンド予約を含

めた複合経路探索も可能である。 

 

20. MONET Technologies 株式会社 

ソフトバンクとトヨタが共同出資して設立。地方部のデマンドを多く手掛け、人流データ

を分析できる部分に強みがある。群馬県富岡市では全域にデマンドを導入している。 

 

21. 株式会社 REA 「Noruuu-Sharing」 

タクシー会社である山口第一交通グループが設立した企業。タクシー配車アプリとともに、

デマンド配車システム（Noruuu-Sharing）を提供。時間便制・不定期型両方の運行が可能で

ある。 

 

22. 一般社団法人ライフアンドモビリティ 

名古屋大学発ベンチャー。2022 年に実証実験をしている。 

 

以上のデマンド配車システムを提供する企業の傾向を２つの軸から類型化した。下図は、主な

デマンド配車システム事業者を２次元で分類した図である。縦軸は、どのようなシステムを提供

するかを表しており、下方の企業は配車システム単体を提供していることを示している。また、

上方の企業はシステム以外にコンサルティングを実施していることを表している。横軸では、各

事業者がどのような地域を得意としているかを表している。左方の企業は、中山間地をはじめと

した地方部を得意としており、右方の企業は都心部を得意としている。 

 

 

図 6-10 デマンド配車システム企業の類型化 

出典：一般財団法人計量計画研究所作成  
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6-2.  自動運転 

（1） 自動運転技術の動向 

自動運転は、交通事故の削減や移動支援、生産性向上等に資することから、実用化に向けた環

境整備や技術開発、実証実験・社会実装等の取組が進められている。ここでは、自動運転技術に

ついて、自動運転レベルの定義や車両・走行環境等に必要な技術、適用が見込まれているサービ

ス等、自動運転に関連する動向を解説する。 

自動運転とは、自動車の運転操作をサポートするシステムから、運転者が全く関与しないで走

行するシステムまで、さまざまな概念に用いられる。SAE（Society of Automotive Engineers）

が定める自動運転システムのレベル定義に従うと、レベル１からレベル５までの範囲で整理でき

る。現在、国内において社会実装を目指しているレベル４は、特定条件下、限定領域で、すべて

の運転タスクをシステムが実行し、運転者は必要としないものと定義されている。 

 

表 6-2 自動運転システムのレベル定義 

 
出典：高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・ 官民データ活用推進戦略会議 2021（令和３）年 

「官民 ITS構想・ロードマップ」 

 

また、自動運転に必要な技術要素は、車両に設置される自動運行装置だけではない。特に、走

行環境に必要な 3D Map作成や遠隔監視、通信環境構築等、さまざまな環境整備が自動運転を用い

た移動サービスの運行に必要となる。 

 

（2） 国・自治体の自動運転技術の取組状況 

国・自治体の取組状況として、国のロードマップ、各地域の実証事業の状況を整理する。 

国の自動運転に関するロードマップは、2021（令和３）年６月に、「官民 ITS 構想・ロードマ

ップ」にて示されており、2023 年から 2025 （令和７）年の間で限定領域下でのレベル４の運行を、

2026（令和８）年度以降で普及・実装を目指すこととなっている。 
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図 6-11 自動運転移動サービスのロードマップ 

出典：高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・ 官民データ活用推進戦略会議 2021年 

「官民 ITS構想・ロードマップ」 

 

また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」では、「地域限定型の無人自動運転移動サービス

について、2025 年度目途 50 カ所程度、2027 （令和９）年度までに 100カ所以上で実現し、全国に

展開・実装する」ことを目標に掲げている。 

 

 

図 6-12 自動運転移動サービスの政府目標 

出典：国道交通省・経済産業省・警察庁 2024年「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」 

 

国土交通省、経済産業省では、2021 年度から「RoAD to the L4（自動運転レベル４等先進モビ

リティサービス研究開発・社会実装プロジェクト）」、2022年度から 「自動運転社会実装推進事業」
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の２つの事業を進めており、先進事例の研究開発や、各地域での事業化・社会実装を支援してい
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治体の取組を支援している。なお、2024 年度は 99 事業が採択されている。 

 

表 6-3 自動運転移動サービスの国家プロジェクト  

 

出典：国道交通省・経済産業省・警察庁 2024年「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」 

 

 

図 6-13 RoAD to the L4 の主要プロジェクト 

出典：国道交通省・経済産業省・警察庁 2024年「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」 

 

（3） 民間事業者の自動運転技術の取組状況 

自動車メーカーの開発状況については、 「自動運転技術の動向と発展のカギ（NRI、2024.7.19）」

において、世界の自動車販売台数上位 20 社の大手自動車メーカーと、カリフォルニア州における

自動運転走行距離上位 18 社の自動運転関連企業を対象に調査が行われている。 

自動運転レベル４における重要技術の企業別出願特許数では、Ford （米国）や Hyundai （韓国）

などの大手自動車メーカーが上位を占めているが、DiDi （中国）、Zoox （米国）、Waymo （米国）と
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図 6-11 自動運転移動サービスのロードマップ 

出典：高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・ 官民データ活用推進戦略会議 2021年 

「官民 ITS構想・ロードマップ」 

 

また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」では、「地域限定型の無人自動運転移動サービス

について、2025 年度目途 50 カ所程度、2027 （令和９）年度までに 100カ所以上で実現し、全国に

展開・実装する」ことを目標に掲げている。 

 

 

図 6-12 自動運転移動サービスの政府目標 

出典：国道交通省・経済産業省・警察庁 2024年「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」 

 

国土交通省、経済産業省では、2021 年度から「RoAD to the L4（自動運転レベル４等先進モビ

リティサービス研究開発・社会実装プロジェクト）」、2022年度から 「自動運転社会実装推進事業」

第6章

新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

第
6
章

159



 

151 

いった新興企業も上位に位置しており、自動運転技術の開発競争の激化がうかがえる。 

海外では、特に Waymo、GM 等によるロボットタクシーの投資開発・試験運行が非常に活発であ

る。Google 資本の Waymo は、世界初の自動運転車タクシーサービス Waymo one を 2018 年にフェ

ニックスでスタートし、2021年からサンフランシスコでユーザーを限定してサービスを開始、2024

年６月からは一般ユーザーの利用も開始された。一方、同じく積極的な投資開発を進めていた GM

クルーズは、2023年 10 月の自動運転タクシーによる人身事故や、緊急車両との衝突等、さまざま

な事故が確認された影響で、事業停止や車両回収等、計画見直し・事業転換が求められている状

況であり、GM クルーズとともに 2024年に合弁会社設立に向けた基本合意の締結を発表した HONDA

の国内展開にも遅れ・見直し等の影響が予想される。国内では、ソフトバンクグループの BOLDLY

や自動運転車両を開発するティアフォー社等が、各地で試験運行を実施している。車両は海外メ

ーカーから調達し、各地の道路交通状況に合わせてチューニングしているのが特徴であり、期間

限定の実証事業だけでなく、レベル２での通年運行もいくつかの地域で展開されつつある。 

 

（4） 自動運転技術の交通サービスへの活用方策 

自動運転技術を活用した交通サービスについては、国の「自動運転移動サービス社会実装・事

業化の手引き（国土交通省 ・経済産業省・警察庁、2024年６月）」や、東京都の「バスなど公共交

通への自動運転サービスの導入に向けたガイドライン（2024 年４月）」に検討・導入手法、考え方

等が整理されている。また、「自動運転車を用いた自動車運送事業における輸送の安全確保等に関

する検討会（2022 年６月～12 月）」にて、安全な運行管理に関する要件が整理されている。 

 「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」では、レベル４の自動運転移動サービス

の社会実装までの流れが整理されており、①地域課題・事業目的の考え方、②自動運転の内容・

車両や実施体制・収支計画等のサービス計画の立案、③法的手続きやサービスオペレーション設

計・走行環境構築等のサービス準備、④実証実験の実施についての考え方が示されている。ただ

し、前述した国の実証事業で得られた知見ベースでまとめられた手引書であり、⑤社会実装につ

いては、体制や安全確保に向けた設計についての記載にとどまっている。 

 

 
図 6-14 自動運転移動サービス社会実装までの流れ 

出典：国道交通省・経済産業省・警察庁 2024年「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」 
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手引きには、費用対効果のイメージ図が示されており、黎明期は初期投資を補助金で賄っても
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図 6-14 自動運転移動サービス社会実装までの流れ 

出典：国道交通省・経済産業省・警察庁 2024年「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」 
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第7章 

生活の足の維持確保に対する住民意識  

本章のまとめ 

１．移動に関するミニマム確保（最低限の生活保障）への意識 

 クルマを自ら利用して移動することが困難な方への対応について、行政に求めることと

して、「最低限の生活の質が保てるようにするべき」、次いで「クルマが使える人と同等

の生活の質が保てるようにするべき」の順で回答が多かった。多摩・島しょ地域の住民

の、移動に関するミニマム確保への意識の高さがうかがえる。 

 上記のような方に保障されるべき最低限の活動目的は、 「食品・日用品の買い物」、「診療

所（医院、クリニック）への通院」、｢総合病院への通院」の順に回答が多かった。 

 公的負担により免許返納者へ利便性の高い公共交通サービスを提供することについて、

住民の８割近くが賛成だった。 

２．生活の足の維持確保に対する支払い意思額 

 将来にわたってバスの路線や運行サービス水準を維持するため、税金として追加負担を

許容するひと月当たりの金額は、回答者及びその家族のバス利用状況や年齢階層、地域

等によって違いがあるものの、第４章の自治体アンケート結果による、人口１人当たり

公共交通運営費補助額の平均値・中央値よりもずっと高い。 

 このことから、将来の生活の足の維持確保に対して、住民からは現状よりもしっかりと

予算を掛けた上での、自治体による施策遂行が求められていると判断できる。 

 

生活の足の持続性を確保するには、「支えるに値する公共交通サービス」を整理する必要がある。

そのために、公共交通サービスの確保に公的補助を行う自治体は、効率的なサービス設計もさる

ことながら、非利用者を含む納税者の「受容性限界 （受容の限度）」も意識して施策を講じる必要

がある。 

本調査研究では、住民アンケート調査を通して、生活の足のミニマム確保に関する住民の態度

を探るとともに、支払い意思額の計測を通じた納税者の受容性限界の定量的な把握を試みた。こ

の調査結果は、生活の足を維持確保するための施策や、保障されるべき活動目的に対する住民の

意識、生活の足の維持確保のために住民が許容できる追加の税負担額の規模感など、ほかでは得

られない貴重な資料として、多摩・島しょ地域の自治体が公共交通の計画を立てる際に活用する

ことが考えられる。 
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の生活の質が保てるようにするべき」の順で回答が多かった。多摩・島しょ地域の住民

の、移動に関するミニマム確保への意識の高さがうかがえる。 

 上記のような方に保障されるべき最低限の活動目的は、 「食品・日用品の買い物」、「診療

所（医院、クリニック）への通院」、｢総合病院への通院」の順に回答が多かった。 

 公的負担により免許返納者へ利便性の高い公共交通サービスを提供することについて、

住民の８割近くが賛成だった。 

２．生活の足の維持確保に対する支払い意思額 

 将来にわたってバスの路線や運行サービス水準を維持するため、税金として追加負担を

許容するひと月当たりの金額は、回答者及びその家族のバス利用状況や年齢階層、地域

等によって違いがあるものの、第４章の自治体アンケート結果による、人口１人当たり

公共交通運営費補助額の平均値・中央値よりもずっと高い。 

 このことから、将来の生活の足の維持確保に対して、住民からは現状よりもしっかりと

予算を掛けた上での、自治体による施策遂行が求められていると判断できる。 

 

生活の足の持続性を確保するには、「支えるに値する公共交通サービス」を整理する必要がある。

そのために、公共交通サービスの確保に公的補助を行う自治体は、効率的なサービス設計もさる

ことながら、非利用者を含む納税者の「受容性限界 （受容の限度）」も意識して施策を講じる必要

がある。 

本調査研究では、住民アンケート調査を通して、生活の足のミニマム確保に関する住民の態度

を探るとともに、支払い意思額の計測を通じた納税者の受容性限界の定量的な把握を試みた。こ

の調査結果は、生活の足を維持確保するための施策や、保障されるべき活動目的に対する住民の

意識、生活の足の維持確保のために住民が許容できる追加の税負担額の規模感など、ほかでは得

られない貴重な資料として、多摩・島しょ地域の自治体が公共交通の計画を立てる際に活用する

ことが考えられる。 
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■アンケート実施方法 

調査会社に登録されているモニターを対象とした、Web 調査 

 

■調査対象者 

北多摩地域、南多摩地域、西多摩地域、島しょ地域の居住者を対象とし、各地域から、15～24

歳、25～64歳、65 歳以上（島しょ地域は 15 歳以上全体）で、徒歩 10分以内にバス停留所があ

る人、ない人（分からない人を含む）について、各々最大 200 人を目標に回収した。ただし、

西多摩地域の若年層、島しょ地域、徒歩 10 分以内にバス停がない人については、可能な範囲で

サンプルを回収した。なお、Web 調査の回答者は、各地域ごとにランダムに抽出しており、北多

摩・南多摩・西多摩各地域の回収サンプルのバス停有無別比率が、令和２年国勢調査によるバ

ス停有無別 500m メッシュ人口集計値の比率と概ね一致していることが確認できたため、各地域

ごとの全回収サンプルを、そのまま地域別集計値として採用している。 

 

表 7-1 回収サンプル数 

地域 年齢階層 バス停有無 サンプル数 

北多摩地域 15～24歳 あり 206 
〃 〃 なし 34 
〃 25～64歳 あり 206 
〃 〃 なし 126 
〃 65歳以上 あり 206 
〃 〃 なし 29 

南多摩地域 15～24歳 あり 201 
〃 〃 なし 17 
〃 25～64歳 あり 206 
〃 〃 なし 108 
〃 65歳以上 あり 206 
〃 〃 なし 21 

西多摩地域 15～24歳 あり 37 
〃 〃 なし 6 
〃 25～64歳 あり 206 
〃 〃 なし 150 
〃 65歳以上 あり 206 
〃 〃 なし 29 

島しょ地域 15歳以上 － 42 
計   2,242 

 

■留意事項等 

図表中の Nはその設問の回答者数を、「SA」は単一回答を、「MA」は複数回答を指す。 

 集計にあたり、四捨五入の関係等で単一回答の設問について各選択肢の回答割合の合計が 100％

でない場合がある。 

複数回答の設問について、回答比率の合計が 100％を超える場合がある。 

島しょ地域はサンプル数が少ないため、あくまで参考として結果を掲載している。 

以下、本章において作成したグラフのデータはすべて Web アンケート調査のものである。  

 

153 

第7章 

生活の足の維持確保に対する住民意識  

本章のまとめ 

１．移動に関するミニマム確保（最低限の生活保障）への意識 

 クルマを自ら利用して移動することが困難な方への対応について、行政に求めることと

して、「最低限の生活の質が保てるようにするべき」、次いで「クルマが使える人と同等

の生活の質が保てるようにするべき」の順で回答が多かった。多摩・島しょ地域の住民

の、移動に関するミニマム確保への意識の高さがうかがえる。 

 上記のような方に保障されるべき最低限の活動目的は、 「食品・日用品の買い物」、「診療

所（医院、クリニック）への通院」、｢総合病院への通院」の順に回答が多かった。 

 公的負担により免許返納者へ利便性の高い公共交通サービスを提供することについて、

住民の８割近くが賛成だった。 

２．生活の足の維持確保に対する支払い意思額 

 将来にわたってバスの路線や運行サービス水準を維持するため、税金として追加負担を

許容するひと月当たりの金額は、回答者及びその家族のバス利用状況や年齢階層、地域

等によって違いがあるものの、第４章の自治体アンケート結果による、人口１人当たり

公共交通運営費補助額の平均値・中央値よりもずっと高い。 

 このことから、将来の生活の足の維持確保に対して、住民からは現状よりもしっかりと

予算を掛けた上での、自治体による施策遂行が求められていると判断できる。 

 

生活の足の持続性を確保するには、「支えるに値する公共交通サービス」を整理する必要がある。

そのために、公共交通サービスの確保に公的補助を行う自治体は、効率的なサービス設計もさる

ことながら、非利用者を含む納税者の「受容性限界 （受容の限度）」も意識して施策を講じる必要

がある。 

本調査研究では、住民アンケート調査を通して、生活の足のミニマム確保に関する住民の態度

を探るとともに、支払い意思額の計測を通じた納税者の受容性限界の定量的な把握を試みた。こ

の調査結果は、生活の足を維持確保するための施策や、保障されるべき活動目的に対する住民の

意識、生活の足の維持確保のために住民が許容できる追加の税負担額の規模感など、ほかでは得

られない貴重な資料として、多摩・島しょ地域の自治体が公共交通の計画を立てる際に活用する

ことが考えられる。 

  

第7章

生活の足の維持確保に対する住民意識

第
7
章

165



155 

7-1.  移動に関するミニマム確保への意識 

（1） クルマを自ら利用して移動することが困難な方への行政対応について 

自力でのクルマ（マイカー）利用が困難な方の基本的な生活ニーズに対し、公的負担によりそ

の方の移動機会を確保することに対する住民の意識を尋ねた。 

Ｑ クルマを自ら利用して移動することが困難な方（児童・生徒・免許返納した高齢者・障

がい者等）の移動手段・交通サービスを維持・確保し、生活の質を保つために、行政はど

のように対応するべきとお考えですか。 

 

1） 地域別の特徴 

各地域とも共通して、最も多い回答が「最低限の生活の質が保てるようにするべき」となった。

次いで、「クルマが使える人と同等の生活の質が保てるようにするべき」｢現在のサービスを維持

し行政の負担は現状程度にするべき」の順となっており、「公的負担を減らすべき」や「公的負担

を用いるべきではない」よりも多い割合となっている。 

 
図 7-1 クルマを自ら利用しての移動が困難な方への行政対応に対する意識 【MA】 

出典：本調査研究内住民アンケート【以下同様】 
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クルマが使えない人でも最低限の生活の質が保てるようにするべき

現在の公共交通サービスを維持し行政の負担は現状程度にするべき

クルマが使えない人の生活の質確保のために
用いる公的負担を減らすべき

クルマが使えない人の生活の質確保のために
公的負担を用いるべきではない

自治体ではなく地域（町内会、集落）が負担をするべき

自治体ではなくクルマを使える家族・親族が負担をするべき

クルマが使えない人は公共交通が便利な場所に移り住むべき

その他

北多摩地域(N=807) 南多摩地域(N=759) 西多摩地域(N=634) 島しょ地域(N=42)
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2） バス利用環境・バス利用状況による違い 

回答者を、自宅から徒歩 10 分以内にバス停があるか・直近１年以内にバスを利用しているか別

で集計すると、利用の有無よりも、近くにバス停があるかどうかで回答に大きな差が見られた。 
 

 
 

 

図 7-2 クルマを自ら利用しての移動が困難な方への行政対応に対する意識 

／バス利用環境別【MA】 
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29.3%

57.1%

38.1%

10.2%

2.7%

1.4%

3.4%

17.7%

2.0%

36.8%

69.1%

25.7%

5.9%

2.9%

0.7%

0.0%

10.3%

2.2%

33.3%

63.6%

22.1%

10.4%

3.0%

1.7%

3.0%

10.8%

3.0%

30.0%

70.0%

20.0%

5.0%

15.0%

15.0%

10.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クルマが使えない人でもクルマが使える人と
同等の生活の質が保てるようにするべき

クルマが使えない人でも最低限の生活の質が保てるようにするべき

現在の公共交通サービスを維持し行政の負担は現状程度にするべき

クルマが使えない人の生活の質確保のために
用いる公的負担を減らすべき

クルマが使えない人の生活の質確保のために
公的負担を用いるべきではない

自治体ではなく地域（町内会、集落）が負担をするべき

自治体ではなくクルマを使える家族・親族が負担をするべき

クルマが使えない人は公共交通が便利な場所に移り住むべき

その他

北多摩地域(N=147) 南多摩地域(N=136) 西多摩地域(N=231) 島しょ地域(N=20)

バス停あり、バス利用なし
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図 7-3 クルマを自ら利用しての移動が困難な方への行政対応に対する意識 
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（2） クルマ以外の交通手段が不便な地域でも保障されるべき最低限の活動目的 

クルマ以外での交通手段が不便な住民に対し、保障されるべき最低限の暮らしのための活動目

的について、住民の意識を整理した。 

Ｑ クルマ以外の交通手段では外出が不便な地域に住む住民であっても保障されるべき最低

限の暮らしのための活動はなんだと思いますか。 

 

各地域とも最も多い回答が「食品・日用品の買い物」、次いで「診療所（医院、クリニック）へ

の通院」｢総合病院への通院」の順となっている。島しょ地域はその地理的特性のためか、「総合

病院への通院」よりも「役場への移動」「預貯金が下ろせる」の割合が多いことが特徴的である。 

 

図 7-4 保障されるべき最低限の暮らしのための活動【MA】 
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（3） 免許返納者への利便性の高い公共交通サービスの公的負担による提供について 

免許返納後も高齢者が生活の質を落とさないよう、公的負担で利便性の高い公共交通サービス

を提供することに対する住民の意識を尋ねた。 

Ｑ 高齢者ドライバーの交通事故が問題となっています。高齢者が運転に不安や困難を感じ

たときに、それまでの生活の質を大幅に落とすことなくクルマの運転をやめることができ

るよう、それに足る比較的高い利便性の公共交通サービスを公的負担により提供するべき

だと思いますか。 

 

1） 地域別の特徴 

３つの多摩地域の回答に地域差はあまり見られず、どの地域も 「そう思う」「ややそう思う」の

合計が 80％を超えている。島しょ地域はサンプル数が少なく参考回答ではあるが、 「そう思う」の

割合が 59.5％に上っている。 

 

 

図 7-5 免許返納者へ利便性の高い公共交通サービスを 

公的負担で提供することに対する賛否【SA】 

  

38.7%

40.7%

43.4%

59.5%

45.5%

44.4%

40.4%

19.0%

10.8%

10.3%

11.5%

14.3%

5.1%

4.6%

4.7%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北多摩地域(N=807)

南多摩地域(N=759)

西多摩地域(N=634)
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2） バス利用環境別・年齢階層別の違い 

免許返納者への対応に対する住民の意識について、自宅から徒歩 10 分以内にバス停があるか、

直近１年以内にバスを利用しているか、かつ年齢階層別に比較した。 「バス停あり、バス利用なし」

のケースでは、15～24歳の層で 「そう思う」「ややそう思う」の割合が高くなっている。ほかのバ

ス利用環境では、基本的には年齢階層が高いほど 「そう思う」「ややそう思う」の割合が高く、賛

意の割合が、相対的に高くなっている。 
 

 
 

 
 

 
図 7-6 免許返納者へ利便性の高い公共交通サービスを公的負担で提供することに対する賛否 

（バス利用環境別・年齢階層別）【SA】  
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7-2.  生活の足の維持確保に対する支払い意思額の測定 

公共交通、特に乗合バスの減便・廃止は、多摩地域のような比較的公共交通需要の多い地域に

おいても現に直面している課題の１つである。こうした中、バスの路線あるいは運行サービス水

準を維持するために、納税者から許容される行政の財源支出のオーダー感がどの程度なのか把握

を試みた。 

 

（1） 現在支払っているバス運賃の月額 

1） バス利用者本人の運賃月額 

まず、直近１年以内にバスを利用している回答者に対し、ひと月当たりで支払っている運賃の

金額を尋ねるとともに、回答の選択肢構成比に下表の金額を掛けて加重平均を計算し比較した。 

 

表 7-2 平均値計算のための各選択肢の換算金額 

選択肢 
1,000 

円以下 

1,001～

2,000 円 

2,001～

3,000 円 

3,001～

4,000 円 

4,001～

5,000 円 

5,001～

10,000 円 

10,001 

円以上 

シルバー

パス利用 

わから 

ない 

換算金額 605円 1,500円 2,500円 3,500円 4,500円 7,500円 12,500円 0円 0円 

 

３つの多摩地域の中では、南多摩地域の住民が支払っている金額が最も高く、平均月額は 1,682

円、次いで北多摩地域の 1,250 円、西多摩地域の 939 円の順となっている。また、シルバーパス

利用者はどの地域も６～８％存在し、最も多いのは西多摩地域の 8.3％である。 

 

図 7-7 バス利用者が現在運賃として支払っている月額（地域別）【SA】 
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表 7-3 バス利用者が現在運賃として支払っている月額平均値（地域別） 

地域 支払い月額運賃の平均値 

北多摩地域(N=471) 1,250 円 

南多摩地域(N=477) 1,682 円 

西多摩地域(N=218) 939 円 

島しょ地域(N= 13) 1,273 円 

 

これを年齢階層別に見ると、15～24 歳の層が支払っている金額が最も高く、平均月額は 1,629

円である。次いで 25～64 歳が 1,451 円、65 歳以上が 996 円の順になっている。なお、65 歳以上

の層の 21.6％がシルバーパスの利用である。 

 

 

図 7-8 バス利用者が現在運賃として払っている月額（年齢階層別）【SA】 

 

表 7-4 バス利用者が現在運賃として払っている月額平均値（年齢階層別） 

年齢階層 支払い月額運賃の平均値 

15～24 歳(N=394) 1,629 円    

25～64 歳(N=414) 1,451 円    

65 歳以上(N=371) 996 円    

 

  

62.2%

73.2%

55.3%

9.1%

8.0%

9.4%

3.8%

2.7%

4.9%

3.0%

3.6%

1.1%

2.5%

2.2%

1.9%

5.6%

4.3%

3.2%

3.0%

2.2%

21.6%

10.4%

3.9%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～24歳(N=394)

25～64歳(N=414)

65歳以上(N=371)

1,000円以下
1,001～2,000円
2,001～3,000円
3,001～4,000円
4,001～5,000円
5,001～10,000円
10,001円以上
東京都シルバーパスを利用しており、運賃は支払っていない
わからない

161 

7-2.  生活の足の維持確保に対する支払い意思額の測定 

公共交通、特に乗合バスの減便・廃止は、多摩地域のような比較的公共交通需要の多い地域に

おいても現に直面している課題の１つである。こうした中、バスの路線あるいは運行サービス水

準を維持するために、納税者から許容される行政の財源支出のオーダー感がどの程度なのか把握

を試みた。 

 

（1） 現在支払っているバス運賃の月額 

1） バス利用者本人の運賃月額 

まず、直近１年以内にバスを利用している回答者に対し、ひと月当たりで支払っている運賃の

金額を尋ねるとともに、回答の選択肢構成比に下表の金額を掛けて加重平均を計算し比較した。 

 

表 7-2 平均値計算のための各選択肢の換算金額 

選択肢 
1,000 

円以下 

1,001～

2,000 円 

2,001～

3,000 円 

3,001～

4,000 円 

4,001～

5,000 円 

5,001～

10,000 円 

10,001 

円以上 

シルバー

パス利用 

わから 

ない 

換算金額 605円 1,500円 2,500円 3,500円 4,500円 7,500円 12,500円 0円 0円 

 

３つの多摩地域の中では、南多摩地域の住民が支払っている金額が最も高く、平均月額は 1,682

円、次いで北多摩地域の 1,250 円、西多摩地域の 939 円の順となっている。また、シルバーパス

利用者はどの地域も６～８％存在し、最も多いのは西多摩地域の 8.3％である。 

 

図 7-7 バス利用者が現在運賃として支払っている月額（地域別）【SA】 

65.8%

58.3%

71.1%

76.9%

8.7%

10.5%

5.0%

15.4%

3.8%

4.4%

2.3%

2.8%

3.6%

1.5%

3.4%

1.4%

4.0%

5.2%
3.2%

7.7%

1.3%

3.1%
7.0%

6.3%

8.3%

5.1%

5.2%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北多摩地域(N=471)

南多摩地域(N=477)

西多摩地域(N=218)

島しょ地域(N=13)

1,000円以下
1,001～2,000円
2,001～3,000円
3,001～4,000円
4,001～5,000円
5,001～10,000円
10,001円以上
東京都シルバーパスを利用しており、運賃は支払っていない
わからない

第7章

生活の足の維持確保に対する住民意識

第
7
章

173



163 

2） バスを利用している家族が支払っている運賃月額 

次に、家族が直近１年以内にバスを利用している回答者に対し、その家族がひと月当たりに支

払っている運賃の金額を尋ねた。前項の回答者本人が支払っている金額と同様、家族が支払って

いる金額が一番高いのは南多摩地域で、平均月額は 1,390 円。次いで北多摩地域が 1,332 円、西

多摩地域が 992 円である。シルバーパス利用者はどの地域にも約 12～14％存在している。また、

回答者本人の支払っている金額と比較すると、家族の金額の方が 1,000 円以上の割合が高くなっ
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回答者の家族を年齢階層別に分析すると、25～64 歳の層が支払っている金額が一番高く、平均

月額は 1,518 円である。次いで、15～24 歳がおおむね同水準の 1,424円、65 歳以上の層の平均月

額は 945 円の順となっている、なお、65 歳以上の層についてはシルバーパス利用の割合が 28.8％

であり、回答者本人の場合よりも高い数値となっている。 

 

図 7-10 バスを利用している家族が現在運賃として支払っている月額（年齢階層別） 
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2） バスを利用している家族が支払っている運賃月額 
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いる金額が一番高いのは南多摩地域で、平均月額は 1,390 円。次いで北多摩地域が 1,332 円、西

多摩地域が 992 円である。シルバーパス利用者はどの地域にも約 12～14％存在している。また、

回答者本人の支払っている金額と比較すると、家族の金額の方が 1,000 円以上の割合が高くなっ

ている。 
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 バスが廃止されると、今までバスを使っていた人は他の方法で移動せざるを得なくなりま

す。クルマを運転できる人であればクルマで移動できますが 、クルマを持っていない人や、

学生や高齢者など運転免許を持っていない人は、自転車や徒歩で移動するか、毎回高い運賃

を払ってタクシーを利用する、あるいは家族や近所の人に送迎をお願いする必要が生じます。 

 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、将

来にわたってバスを利用して移動することができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ あなたが普段利用しているバス路線について、運転手不足や赤字の増加のため、バスが

廃止され、最も頻度高くバスを利用する際の外出目的で利用できるバスがなくなると仮定

します。これにより、あなたが最も頻度高くバスを利用する際の外出目的、あるいはそれ

以外の目的で外出する際、あなたご自身は毎回バスよりも高い費用を払ってタクシーを利

用したり、家族や近所の人に送迎を頼んだりしなければなりません。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 

 

1） 地域別の特徴 

北多摩地域では、ひと月当たりの支払い意思額を「1,000 円」から「30,000 円以上」と回答し

た住民の合計は 40.2％で、ここに「200 円」と「500 円」を加えると 82.4％となっている。南多

摩地域は、 「1,000 円」から「30,000円以上」の合計は 49.5％、 「200 円」と「500 円」を加えると

86％であり、他地域と比べるとやや高めの割合となっている。西多摩地域は、「1,000 円」から

「30,000 円以上」の合計が 45.8％、「200 円」と「500 円」を加えると 79.8％となっている。 

 

 

図 7-11 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額【SA】 
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2） 年齢階層別の違い 

サンプルの多い北多摩・南多摩・西多摩地域の住民について、年齢階層別で支払い意思額に違

いが生じるか分析した。 

他地域と比べ、南多摩地域の「15～24 歳」「65 歳以上」の層では、ひと月当たりの支払い意思

額を「1,000円」から「30,000 円以上」と回答した割合が高くなった。特に南多摩地域の 「65歳

以上」の割合 （59.3％）は、北多摩の同年齢層の割合 （43.6％）と比べると 15.7％も高く、大き

な差が見て取れた。 

 

 

 

 

 

 

図 7-12 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（年齢階層別）【SA】 
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 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、将

来にわたってバスを利用して移動することができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ あなたが普段利用しているバス路線について、運転手不足や赤字の増加のため、バスが

廃止され、最も頻度高くバスを利用する際の外出目的で利用できるバスがなくなると仮定

します。これにより、あなたが最も頻度高くバスを利用する際の外出目的、あるいはそれ

以外の目的で外出する際、あなたご自身は毎回バスよりも高い費用を払ってタクシーを利

用したり、家族や近所の人に送迎を頼んだりしなければなりません。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 
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3） バス利用頻度別の違い 

バス利用頻度によって支払い意思額に違いが生じるか分析した。いずれの地域でも、バス利用

頻度が高いほど、意思額が「1,000 円」から「30,000 円以上」までの割合が高まる傾向にある。

西多摩地域を見ると、週１日以上の頻度でバスを利用する住民について、路線維持のため意思額

が「1,000 円」から「30,000 円以上」までの割合が他地域よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

図 7-13 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（バス利用頻度別）【SA】 
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図 7-14 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（バス利用頻度別）【SA】 

 

4） バス利用目的別の違い 

バス利用目的別で支払い意思額に違いが生じるかを確認した。いずれの地域でも、 「通勤」にお

いて「1,000 円」から「30,000 円以上」までの意思額の割合が最も高く、北多摩地域が 52.1％、

南多摩地域で 54.1％（通学目的も同程度）、西多摩地域で 56.8％となっている。一方、「200 円」

と「500 円」を含めた割合は、北多摩・西多摩地域では 「買物」、南多摩地域では 「通学」が最も

高くなっている。また、西多摩地域では「その他」に対する「1,000 円」から「30,000 円以上」

の割合が 26.2％であり、他地域と比較すると低い数値となっている。 

 

 
 

図 7-15 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（バス利用目的別）【SA】 
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3） バス利用頻度別の違い 

バス利用頻度によって支払い意思額に違いが生じるか分析した。いずれの地域でも、バス利用

頻度が高いほど、意思額が「1,000 円」から「30,000 円以上」までの割合が高まる傾向にある。

西多摩地域を見ると、週１日以上の頻度でバスを利用する住民について、路線維持のため意思額

が「1,000 円」から「30,000 円以上」までの割合が他地域よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

図 7-13 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（バス利用頻度別）【SA】 
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図 7-16 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（バス利用目的別）【SA】 

 

（3） バスを利用している家族がいる人の支払い意思額 
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《事前説明》 

 クルマを利用する人が増えることによるバス利用客の減少や、それに伴う赤字の増加、ま

たバス運転手の不足により、路線バスが廃止される事例が全国各地で生じており、最近では

東京都内でもバスの廃止が生じています。 

 バスが廃止されると、今までバスを使っていた人は他の方法で移動せざるを得なくなりま

す。クルマを運転できる人であればクルマで移動できますが、クルマを持っていない人や、  
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を払ってタクシーを利用する、あるいはあなたを含む家族や近所の人に送迎をお願いする必

要が生じます。これにより、家計の負担が増加したり、あなたが家族をクルマで送迎したり

する手間が新たに生じることが考えられます。また、将来あなたがクルマを運転できなくな

った場合は、同様に家計の負担が増加したり、別の家族や近所の人に送迎をお願いしたりし

なければならなくなります。 

 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、ま

た将来あなたやあなたの家族がクルマを運転できなくなった時も、バスを利用して移動する

ことができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ バスの利用頻度が最も高いご家族が普段利用しているバス路線について、運転手不足や

赤字の増加のため、バスが廃止され、あなたのご家族が最も頻度高くバスを利用する際の

外出目的で利用できるバスがなくなると仮定します。これにより、あなたのご家族が最も

頻度高くバスを利用する際の外出目的、あるいはそれ以外の目的で外出する際、家族は毎

回バスよりも高い費用を払ってタクシーを利用したり、あなたが家族を送迎したりする必

要が生じます。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 

 

1） 地域別の特徴 

３つの多摩地域の間では、地域別の回答にはそれほど大きな特徴は見られなかった。 

 

 

図 7-17 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額【SA】 
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図 7-16 バスを実際に利用している人の路線維持のための支払い意思額（バス利用目的別）【SA】 
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2） 年齢階層別の違い 

サンプルの多い北多摩・南多摩・西多摩地域について、回答者の家族を年齢階層別にし、支払

い意思額に違いが生じるか分析した。 

おおむねどの地域においても、65歳以上の家族に対する 「1,000 円」から「30,000 円以上」の

支払い意思額の割合は、ほかの年齢層と比べて高くなっている。特に、南多摩地域の 65 歳以上の

層については 65.8％と高く、北多摩地域の同じ層の割合（50.5％）と比べると 15.3％の差があっ

た。一方、北多摩地域の 15～24 歳の家族に対する「1,000 円」から「30,000 円以上」の割合は

36.3％と低く、南多摩地域の割合（48.4％）と比べると 12.1％の差が見られた。 

 

 

図 7-18 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額（年齢階層別）【SA】 

 

 

 

 

図 7-19 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額（年齢階層別）【SA】 
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3） バス利用頻度別の違い 

次いで、家族のバス利用頻度別の違いを確認した。いずれの地域でも、家族のバス利用頻度が

高いほど、支払い意思額が高額となる傾向が見られる。西多摩地域においては、家族がバスを利

用する頻度が数カ月に１回程度でも、路線を維持するために「1,000 円」から「30,000 円以上」

の意思額を追加負担してもよいという割合が半分以上（51.3％）となっている。 

 

 
 

 

図 7-20 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額（バス利用頻度別）【SA】 
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2） 年齢階層別の違い 

サンプルの多い北多摩・南多摩・西多摩地域について、回答者の家族を年齢階層別にし、支払

い意思額に違いが生じるか分析した。 

おおむねどの地域においても、65歳以上の家族に対する 「1,000 円」から「30,000 円以上」の

支払い意思額の割合は、ほかの年齢層と比べて高くなっている。特に、南多摩地域の 65 歳以上の

層については 65.8％と高く、北多摩地域の同じ層の割合（50.5％）と比べると 15.3％の差があっ

た。一方、北多摩地域の 15～24 歳の家族に対する「1,000 円」から「30,000 円以上」の割合は

36.3％と低く、南多摩地域の割合（48.4％）と比べると 12.1％の差が見られた。 

 

 

図 7-18 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額（年齢階層別）【SA】 

 

 

 

 

図 7-19 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額（年齢階層別）【SA】 
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図 7-21 バスを利用している家族がいる人の支払い意思額（バス利用頻度別）【ＳＡ】 

 

4） バス利用目的別の違い 

回答者の家族のバス利用目的によって、支払い意思額に違いが生じるか分析した。北多摩地域

では、家族が「その他」の目的でバスを利用している場合、意思額を 「1,000 円」から「30,000円

以上」と回答した割合が 14.2％となり、他地域と比べると突出して低くなった。西多摩地域では、

家族の 「通学」のための意思額を 「1,000 円」から「30,000 円以上」と回答した割合が 63.6％で、

北多摩地域の同条件の割合（50％）と比べると 13.6％高くなった。南多摩地域については、 「1,000

円」から「30,000 円以上」と回答した割合が、どの目的も平均して 50％前後の数値となった。 

 

 
図 7-22 バスを利用している家族がいる人の路線維持のための支払い意思額 
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図 7-23 バスを利用している家族がいる人の路線維持のための支払い意思額 

（バス利用目的別）【ＳＡ】 
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東京都内でもバスの廃止が生じています。 

 バスが廃止されると、今までバスを使っていた人は他の方法で移動せざるを得なくなりま

す。クルマを運転できる人であればクルマで移動できますが、クルマを持っていない人や、  

学生や高齢者など運転免許を持っていない人は、自転車や徒歩で移動するか、毎回高い運賃

を払ってタクシーを利用する、あるいはあなたを含む家族や近所の人に送迎をお願いする必

要が生じます。これにより、家計の負担が増加したり、あなたが家族をクルマで送迎したり

する手間が新たに生じることが考えられます。また、将来あなたがクルマを運転できなくな

った場合は、同様に家計の負担が増加したり、別の家族や近所の人に送迎をお願いしたりし

なければならなくなります。 

 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、ま

た将来あなたやあなたの家族がクルマを運転できなくなった時も、バスを利用して移動する

ことができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ バスの利用頻度が最も高いご家族が普段利用しているバス路線について、運転手不足や

赤字の増加のため、バスが廃止され、あなたのご家族が最も頻度高くバスを利用する際の

外出目的で利用できるバスがなくなると仮定します。このとき、将来的にあなたがクルマ

を運転できなくなった際、あなたご自身は外出する際に毎回高い費用を払ってタクシーを

利用したり、家族や近所の人に送迎を頼んだりしなければなりません。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 

 

1） 地域別の特徴 

各地域別のサンプル数があまり多くないことの影響も考えられるが、地域別に見ると、 「200円」

から「30,000 円以上」と回答した割合は北多摩地域が最も高く、次いで南多摩地域、西多摩地域

の順になっている。また、北多摩地域の 「1,000 円」から「30,000 円以上」の割合（62.1％）は、

南多摩地域 （48.5％）と比べて 13.6％高くなっている。加えて、回答者本人がバスを利用してい

る場合と比べ、北多摩・西多摩地域では「1,000 円」から「30,000 円以上」の割合が高くなって

いる。なお、島しょ地域はサンプル数がさらに少ないため、グラフ化は行っていない。 
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図 7-24 バスを利用している家族はいるが、自身はバスを利用していない人を対象とした、 

将来のバスサービス維持に対する支払い意思額【SA】 

 

2） 年齢階層別の違い（サンプル数が少ないため北多摩・南多摩・西多摩地域計） 

地域全体を対象に、回答者の家族の年齢階層によって支払い意思額に違いが生じるか分析した。

家族の年齢層が高いほど、支払い意思額が相対的に高くなっている。特に、65歳以上の層につい

て、「1,000 円」から「30,000 円以上」と回答した割合は 60.9％であり、15～24 歳の層の割合

（41.7％）と比べ 19.2％の差が見られた。 

 

 

図 7-25 バスを利用している家族はいるが、自身はバスを利用していない人を対象とした、 

将来のバスサービス維持に対する支払い意思額【ＳＡ】 

（年齢階層別／北多摩・南多摩・西多摩地域計） 

 

（5） 自身も家族もバスを利用していない人を対象とした、将来のバスサービス維持に

対する支払い意思額 

自身も家族も直近１年以内にバスを利用していないという回答者に対し、将来にわたって最寄

りのバス路線を維持するために、ひと月当たりいくらまでなら追加で税金を支払ってもよいか、

その意思額を尋ねた。 

《事前説明》 

 クルマを利用する人が増えることによるバス利用客の減少や、それに伴う赤字の増加、ま

たバス運転手の不足により、路線バスが廃止される事例が全国各地で生じており、最近では
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東京都内でもバスの廃止が生じています。 

 バスが廃止されると、今までバスを使っていた人は他の方法で移動せざるを得なくなりま

す。クルマを運転できる人であればクルマで移動できますが、クルマを持っていない人や、  

学生や高齢者など運転免許を持っていない人は、自転車や徒歩で移動するか、毎回高い運賃

を払ってタクシーを利用する、あるいはあなたを含む家族や近所の人に送迎をお願いする必

要が生じます。これにより、家計の負担が増加したり、あなたが家族をクルマで送迎したり

する手間が新たに生じることが考えられます。また、将来あなたがクルマを運転できなくな

った場合は、同様に家計の負担が増加したり、別の家族や近所の人に送迎をお願いしたりし

なければならなくなります。 

 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、ま

た将来あなたやあなたの家族がクルマを運転できなくなった時も、バスを利用して移動する

ことができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ バスの利用頻度が最も高いご家族が普段利用しているバス路線について、運転手不足や

赤字の増加のため、バスが廃止され、あなたのご家族が最も頻度高くバスを利用する際の

外出目的で利用できるバスがなくなると仮定します。このとき、将来的にあなたがクルマ

を運転できなくなった際、あなたご自身は外出する際に毎回高い費用を払ってタクシーを

利用したり、家族や近所の人に送迎を頼んだりしなければなりません。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 

 

1） 地域別の特徴 

各地域別のサンプル数があまり多くないことの影響も考えられるが、地域別に見ると、 「200円」

から「30,000 円以上」と回答した割合は北多摩地域が最も高く、次いで南多摩地域、西多摩地域

の順になっている。また、北多摩地域の 「1,000 円」から「30,000 円以上」の割合（62.1％）は、

南多摩地域 （48.5％）と比べて 13.6％高くなっている。加えて、回答者本人がバスを利用してい

る場合と比べ、北多摩・西多摩地域では「1,000 円」から「30,000 円以上」の割合が高くなって

いる。なお、島しょ地域はサンプル数がさらに少ないため、グラフ化は行っていない。 
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東京都内でもバスの廃止が生じています。 

 バスが廃止されると、今はバスを使っていない人にとっても、将来あなたの家族がクルマ

を運転できなくなった際には、自転車や徒歩で移動するか、毎回高い運賃を払ってタクシー

を利用する、あるいはあなたを含む家族や近所の人に送迎をお願いする必要が生じます。こ

れにより、家計の負担が増加したり、あなたが家族をクルマで送迎したりする手間が新たに

生じることが考えられます。また、将来あなたがクルマを運転できなくなった場合は、同様

に家計の負担が増加したり、別の家族や近所の人に送迎をお願いしたりしなければならなく

なります。 

 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、ま

た将来あなたやあなたの家族がクルマを運転できなくなった時も、バスを利用して移動する

ことができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ あなたが現在住んでいる地域を走るバス路線について、運転手不足や赤字の増加のため、

バスが廃止され、現在住んでいる地域から公共交通がなくなると仮定します。これにより、

将来的にあなたがクルマを運転できなくなった際、あなたご自身は外出する際に毎回バス

よりも高い費用を払ってタクシーを利用したり、家族や近所の人に送迎を頼んだりしなけ

ればなりません。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 

 

1） 地域別の特徴 

南多摩地域の支払い意思額が相対的に高く、次いで西多摩地域、北多摩地域の順になっている。 

 

 

図 7-26 自身も家族もバスを利用していない人を対象とした、 

将来のバスサービス維持に対する支払い意思額【SA】 
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2） 年齢階層別の違い（サンプルが少ないので地域全体を図化） 

地域全体を対象に、年齢階層別の違いを確認した。年齢が高い階層ほど、支払い意思額が相対

的に高くなっている。 

 

図 7-27 自身も家族もバスを利用していない人を対象とした、 

将来のバスサービス維持に対する支払い意思額（年齢階層別／地域全体）【ＳＡ】 

 

（6） 生活の足の維持確保に対する支払い意思額の測定結果について 

(２)から(５)までで把握した、住民の生活の足の維持確保に対する支払い意思額の測定結果を

整理した。整理にあたっては、回答者自身及びその家族のバス利用状況による支払い意思額の違

いを比較するとともに、回答した支払い意思額の選択肢の構成比に対し、当該選択肢の金額

（30,000 円以上は 30,000 円とする）を掛けて算出した加重平均値についても整理し、 （１）で集

計した現在の支払額の加重平均値との比較も行った。 

 

1） 地域別の自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い（全回答者） 

① 北多摩地域 

北多摩地域では、回答者自身及びその家族のバス利用状況が異なる人どうしを比較すると、自

身はバス非利用者・家族がバス利用者の場合の支払い意思額が最も高くなっている。また、 「1,000

円」から「30,000 円以上」の意思額の割合は 62.1％であり、自身も家族もバス非利用者の場合の

割合（38.2％）と比べると、実に 23.9％の差がある。 

また、回答者自身及びその家族がバス利用者の場合を対象に、将来のバス路線維持のための支

払い意思額と、現在支払っているひと月当たりの運賃金額の平均値をそれぞれ比較した。その結

果、前者が約 1,200 円、後者が約 1,300 円であり、将来にわたってバス路線を維持するために、

追加負担として現在支払っている運賃とほぼ同額を負担する意思があることが分かった。 
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東京都内でもバスの廃止が生じています。 

 バスが廃止されると、今はバスを使っていない人にとっても、将来あなたの家族がクルマ

を運転できなくなった際には、自転車や徒歩で移動するか、毎回高い運賃を払ってタクシー

を利用する、あるいはあなたを含む家族や近所の人に送迎をお願いする必要が生じます。こ

れにより、家計の負担が増加したり、あなたが家族をクルマで送迎したりする手間が新たに

生じることが考えられます。また、将来あなたがクルマを運転できなくなった場合は、同様

に家計の負担が増加したり、別の家族や近所の人に送迎をお願いしたりしなければならなく

なります。 

 一方で、バスが廃止されずに維持されれば、こうした追加の負担が生じることはなく、ま

た将来あなたやあなたの家族がクルマを運転できなくなった時も、バスを利用して移動する

ことができます。 

 利用者が少ない赤字のバス路線に対しては、国や自治体が補助金を出していることが多く、

その財源の一部はみなさんが普段納めている税金で賄われています。 

 これから先の設問は、今あるバス路線を廃止から守るために、いくらまでなら今よりも税

金を追加で納めてもよいと考えるか、という視点で回答してください。 

Ｑ あなたが現在住んでいる地域を走るバス路線について、運転手不足や赤字の増加のため、

バスが廃止され、現在住んでいる地域から公共交通がなくなると仮定します。これにより、

将来的にあなたがクルマを運転できなくなった際、あなたご自身は外出する際に毎回バス

よりも高い費用を払ってタクシーを利用したり、家族や近所の人に送迎を頼んだりしなけ

ればなりません。 

  この時、バスの廃止を防ぐために、１カ月あたりいくらまでなら追加で負担してもよい

と考えますか。以下の選択肢のうち、あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。

ただし、この追加負担は税金として支払うものとします。 

 

1） 地域別の特徴 

南多摩地域の支払い意思額が相対的に高く、次いで西多摩地域、北多摩地域の順になっている。 

 

 

図 7-26 自身も家族もバスを利用していない人を対象とした、 

将来のバスサービス維持に対する支払い意思額【SA】 
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図 7-28 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(北多摩地域）【SA】 

 

表 7-7 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(北多摩地域） 

自身及び家族のバス利用 

将来の路線維持の 

ためのひと月当たり 

支払い意思額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=471) 1,212 円 1,250 円 

家族がバス利用者 (n=342) 1,348 円 1,332 円 

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 29) 1,469 円 - 

自身も家族もバス非利用者 (n=118) 1,212 円 - 

 

② 南多摩地域 

南多摩地域では、回答者自身もその家族もバス非利用者である場合の支払い意思額が、ほかの

場合と比べて最も高いことが特徴的である。また、回答者自身がバス利用者の場合の支払い意思

額は、同じ場合の現在の支払額より低かった。一方で、家族がバス利用者の場合の支払い意思額

は、同じ場合の現在の支払額より高かった。支払い意思額はいずれも 1,300～1,600 円の間にあり、

オーダー感としては同程度だった。 

 

図 7-29 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(南多摩地域）【SA】 
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表 7-8 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(南多摩地域） 

自身及び家族のバス利用 

将来の維持確保の 

ためのひと月当たり 

支払い意思額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=477) 1,386 円 1,682 円 

家族がバス利用者 (n=358) 1,569 円 1,390 円    

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 33) 1,273 円 - 

自身も家族もバス非利用者 (n=103) 1,660 円 - 

 

③ 西多摩地域 

西多摩地域では、自身はバス非利用者・家族がバス利用者の支払い意思額が最も高かった。ま

た、将来のバス路線維持のための支払い意思額と、現在の支払い月額の比較をすると、いずれの

場合も支払い意思額の方が現在の支払額より高かった。現在と将来の支払い意思額のオーダー感

は同程度だが、額自体は北多摩地域や南多摩地域よりも現在・将来とも低い値となっている。 

 

 

図 7-30 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(西多摩地域）【SA】 

 

表 7-9 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(西多摩地域） 

自身及び家族のバス利用 
将来の維持確保のため

の追加負担月額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=218) 1,094 円 939 円 

家族がバス利用者 (n=149) 1,230 円 992 円 

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 34) 1,674 円 - 

自身も家族もバス非利用者 (n=197) 1,147 円 - 
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図 7-28 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(北多摩地域）【SA】 

 

表 7-7 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(北多摩地域） 

自身及び家族のバス利用 

将来の路線維持の 

ためのひと月当たり 

支払い意思額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=471) 1,212 円 1,250 円 

家族がバス利用者 (n=342) 1,348 円 1,332 円 

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 29) 1,469 円 - 

自身も家族もバス非利用者 (n=118) 1,212 円 - 

 

② 南多摩地域 

南多摩地域では、回答者自身もその家族もバス非利用者である場合の支払い意思額が、ほかの

場合と比べて最も高いことが特徴的である。また、回答者自身がバス利用者の場合の支払い意思

額は、同じ場合の現在の支払額より低かった。一方で、家族がバス利用者の場合の支払い意思額

は、同じ場合の現在の支払額より高かった。支払い意思額はいずれも 1,300～1,600 円の間にあり、

オーダー感としては同程度だった。 

 

図 7-29 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(南多摩地域）【SA】 
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④ 島しょ地域【参考集計】 

自身がバス利用者の意思額が最も高く、将来の追加負担額の方が現在の支払額より高かった。 

 

 

図 7-31 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(島しょ地域）【SA】 

 

表 7-10 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(島しょ地域） 

自身及び家族のバス利用 
将来の維持確保のため

の追加負担月額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=13) 2,269 円 1,273 円 

家族がバス利用者 (n= 8) 750 円 878 円 

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 2) 0 円 - 

自身も家族もバス非利用者 (n=18) 1,989 円 - 

 

2） 年齢階層別の自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い（全地域計） 

次に、全地域のサンプルをまとめて、年齢階層別の違いについて確認した。 

① 15～24 歳 

15～24 歳では、家族がバス利用者の将来追加負担額が最も高く、次いで自身がバス利用者の追

加負担額であった。将来の追加負担月額と現在の支払い月額の比較をすると、自身がバス利用者

では現在の支払額の方が高く、家族がバス利用者では、将来の追加負担額の方が高かった。現在

と将来の支払い意思額のオーダー感としては、約 1,400～1,700 円の間で同程度である。 

 

 

図 7-32 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(15～24 歳）【SA】 
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表 7-11 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(15～24 歳） 

自身及び家族のバス利用 
将来の路線維持のため

の追加負担月額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=394) 1,545 円    1,629 円    

家族がバス利用者 (n=269) 1,697 円    1,424 円    

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 12) 1,058 円    - 

自身も家族もバス非利用者 (n= 39) 1,026 円    - 

 

② 25～64 歳 

25～64 歳では、家族がバス利用者、自身はバス非利用者・家族がバス利用者の将来追加負担額

が高い。将来の追加負担月額と現在の支払い月額の比較をすると、いずれも現在の負担額の方が、

将来の追加負担額よりも高くなっている。現在と将来の支払い意思額のオーダー感としては、現

在が約 1,500 円前後、将来の追加負担が 1,100～1,200 円程度である。 

 

 

図 7-33 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(25～64 歳）【SA】 

 

表 7-12 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(25～64 歳） 

自身及び家族のバス利用 
将来の路線維持のため

の追加負担月額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=414) 1,067 円    1,451 円    

家族がバス利用者 (n=296) 1,259 円    1,518 円    

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n=40) 1,225 円    - 

自身も家族もバス非利用者 (n=192) 1,144 円    - 

 

③ 65 歳以上 

65 歳以上では、自身はバス非利用者・家族がバス利用者の将来追加負担額が高い。将来の追加

負担月額と現在の支払い月額の比較をすると、高齢者では、将来の追加負担額の方が現在の支払

額より高く、前者が 1,200～1,300 円程度に対し、後者は 1,000 円未満となっている。 
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④ 島しょ地域【参考集計】 

自身がバス利用者の意思額が最も高く、将来の追加負担額の方が現在の支払額より高かった。 

 

 

図 7-31 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(島しょ地域）【SA】 

 

表 7-10 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(島しょ地域） 

自身及び家族のバス利用 
将来の維持確保のため

の追加負担月額 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=13) 2,269 円 1,273 円 

家族がバス利用者 (n= 8) 750 円 878 円 

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 2) 0 円 - 

自身も家族もバス非利用者 (n=18) 1,989 円 - 

 

2） 年齢階層別の自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い（全地域計） 

次に、全地域のサンプルをまとめて、年齢階層別の違いについて確認した。 

① 15～24 歳 

15～24 歳では、家族がバス利用者の将来追加負担額が最も高く、次いで自身がバス利用者の追

加負担額であった。将来の追加負担月額と現在の支払い月額の比較をすると、自身がバス利用者

では現在の支払額の方が高く、家族がバス利用者では、将来の追加負担額の方が高かった。現在

と将来の支払い意思額のオーダー感としては、約 1,400～1,700 円の間で同程度である。 

 

 

図 7-32 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(15～24 歳）【SA】 
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図 7-34 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(65 歳以上）【SA】 

 

表 7-13 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(65 歳以上） 

自身及び家族のバス利用 将来の路線維持のため

の追加負担月額(円) 

現在の支払い月額 

※第７章第２節(1)の再掲 

自身がバス利用者 (n=371) 1,212 円    996 円     

家族がバス利用者 (n=292) 1,312 円    945 円     

自身はバス非利用者・家族がバス利用者 (n= 46) 1,735 円    - 

自身も家族もバス非利用者 (n=205) 1,542 円    - 

 

3） 自治体の公共交通予算の現状との比較 

最後に、生活の足の維持確保に対する多摩・島しょ地域の住民の支払い意思額と、自治体の公

共交通予算の現状との比較を行った。 

ここまで住民アンケートの結果から整理してきたように、将来にわたりバス路線を維持するた

めに、税金として住民が追加負担を許容する金額は、本人及びその家族のバス利用状況や年齢階

層、地域等によって多少の違いがあるものの、平均値としてはおおむねひと月当たり 1,000～2,000

円の幅に収まっている状況にあった。これは、年額に換算すると１人当たり 12,000～24,000 円と

いうオーダー感である。第４章の自治体アンケート結果による、人口１人当たり公共交通運営費

補助額の平均値 2,130 円・中央値 831 円よりもずっと高くなっており、多摩地域で見ると、十数

倍に達する結果となった。 

このことから、将来の生活の足の維持確保に対して、住民からは、現状よりもしっかりと予算

を掛けた上での、自治体による施策遂行が求められていると判断できる。 
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図 7-34 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(65 歳以上）【SA】 

 

表 7-13 自身及び家族のバス利用状況による支払い意思の違い(65 歳以上） 
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提言――定時定路線バスの活性化を！ 

本調査研究の結論を多摩地域の自治体向けに一言でまとめると下記のとおりである。 

 

新技術に目移りすることなく、 

引き続き定時定路線バスの活性化策を深掘りすることが重要 

 

 その理由は次の３点である。 

 

 １つ目に、路線バス廃止後の代替交通手段として注目されているデマンド交通は、実際にはか

なり高コストなツールであり、定時定路線バス 71に対して「支えるに値する」ほどの経済性を確

保できる領域が小さいことがある。多摩地域では、民間路線バスが基本的に独立採算で供給され

ているために、赤字になると民間路線バスが廃止になることがあることは第５章で述べた通りで

ある。独立採算路線バスの廃止は、手段としての定時定路線バスの終わりを示すものなのだろう

か。定時定路線バスの手段としての優位性と、採算が確保できるかどうかは別の問題である。定

時定路線バスが採算をとるためには１日１台の車両で約 400 人を運ぶ必要がある。一方、デマン

ド交通は１日１台の車両で 25 人程度しか運べない。つまり、１日１台の車両で約 25～400 人を運

ぶ需要がある場面では、赤字であっても、定時定路線バスを維持し続ける方が効率は良い。需要

が１日１台約 25 人を下回り、定時定路線バスでは１人当たりコストがかかって仕方がないという

場合に初めて、デマンド交通を検討するべきだろう。多摩地域の自治体の多くは、東京都以外の

地方部の自治体と異なり、民間路線バスに補助金を投じてサービス水準を維持するということを

あまりしてこなかった。仮に不採算になっても、補助金で支えることにより、定時定路線バスの

社会的役割をまだまだ発揮させ続けることができるのである。 

 

 ２つ目に、多摩地域の定時定路線バスはまだポテンシャルを残している。多摩地域の民間路線

バスは、きめ細かな路線網と、ある程度多くの利用者をまとめて運べる大量輸送性が相まって、

持続可能な都市を実現するための都市交通体系の中核を担うことが期待される。これらの性質は、

個別的な輸送手段であるデマンド交通や「ライドシェア」には期待できないものである。同時に、

近年の運行コスト高騰により、民間独立採算に任せていては、減便や廃止されるバス路線が出て

くることが避けられない。ここにおいて、自治体の関与により既存の民間バス路線を活性化し、

その社会的役割を回復・向上させる措置が求められる。非利用者をも対象にしたモビリティ・マ

 
71 一般的な路線バスは路線と時刻表を定めて運行するが、デマンド交通との対比を強調するために「定時定路線

バス」と呼ぶことがある。こうした呼び方をする場合は、デマンド交通ではない一般的な路線バスであることを

強調する趣旨なので、民間路線バス・コミュニティバスのどちらも含む。 
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ネジメントによる新規利用者の獲得、運行環境の改善による収支の改善と増便の好循環、バス停

の環境整備等、自治体が果たせる役割はまだたくさん残されている。これらの改善策を講じるに

あたっては、自治体と事業者がこれまで以上に協力関係を深めることも重要である。なお、既存

の民間バス事業者が撤退せざるを得ない場合でも、今日ではバスの市場は自由化されているので、

自治体には新規事業者を誘致するという手段が残されている。その際に、補助金入札制のように

効率的事業者を選定する手続きは、自治体が透明性を持って納税者からの同意を得ながら民間バ

ス路線を支援し続けるための強力な手段となるだろう。 

 

 ３つ目に、多摩地域の自治体は、定時定路線バスを支え続けられる力がある。多摩地域の自治

体の多くは、コミュニティバスの運営という形で、定時定路線バスサービスを供給する経験を積

んでいる。民間バス路線への公的関与を強めたり、自治体コミュニティバスを改善・拡大したり

する際に、この経験は大いに役立つはずである。また、定時定路線バスを支えるには財源が必要

だが、本調査研究では、納税者の支払い意思は自治体の現状の支出額に比べてかなり高い水準に

あることが判明している。多くの納税者は、生活の足の確保という問題をかなり重視しており、

追加的に税金を負担してでも自治体には維持してほしいと願っている。自治体はこの負託に応え

る必要があるともいえる。その際、自治体は、交通の外部のまちづくりや住民福祉のレベルの上

位目的を明確化し、それを最も効率的に満たす輸送手段を導入するということが求められる。 

 

 上記の結論は、島しょ地域でも考え方は変わらない。島しょ地域においても、民間事業者によ

る独立採算の維持は困難であり、補助金付きの公共交通が不可欠である。新技術を活用する際も、

利用者１人当たりのコストを冷静に分析し、効率的な交通手段を選択することが重要である。定

時定路線バスを基盤に据えつつ、必要に応じてデマンド交通を補完的に導入するなど、地域の実

情に応じた適切な交通計画を策定すべきである。島しょ地域の自治体においてもぜひ本書を参照

していただきたい。 

 

 また、本調査研究の結論を全国の自治体向けにまとめると次のような内容になる。 

 一口に地域公共交通といっても、民間事業者が自主的に供給する独立採算サービスと、自治体

が責任を持つ補助金付きサービスとでは、持続性・効率性の考え方が大きく異なる。 

 独立採算サービスにおいては、言うまでもなく、事業収支が持続性そのものとなる。 

 それに対して、補助金付きサービスは、自治体がそう意識しているかどうかは別として、潜在

的に上位の政策目的に対する手段である。その持続性・効率性とは、事業収支というよりはむし

ろ、「上位目的に対して効果的な手段となっているかどうか」「公的資金で支えるに値するかどう

か」と考えるべきである。 

 「公的資金で支えるに値するほどに、上位目的に対して効果的な手段となっているかどうか」

を見極める指標としては、利用者１人当たりコスト（行政負担額ではなく総運行経費）が有用で

ある。利用者１人当たりコストは、定時定路線バスでは数百円のオーダーだが、新技術であるデ

マンド交通ではむしろ数千円のオーダーであり、新技術の実力を冷静に見極めることが求められ

る。個別の新技術に振り回されることなく、新技術を交通政策の中で全体最適を保って導入する

（あるいは導入しない）ためには、適切な形で交通計画を立案することが重要である。 
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本調査研究の結論を多摩地域の自治体向けに一言でまとめると下記のとおりである。 

 

新技術に目移りすることなく、 

引き続き定時定路線バスの活性化策を深掘りすることが重要 

 

 その理由は次の３点である。 

 

 １つ目に、路線バス廃止後の代替交通手段として注目されているデマンド交通は、実際にはか

なり高コストなツールであり、定時定路線バス 71に対して「支えるに値する」ほどの経済性を確

保できる領域が小さいことがある。多摩地域では、民間路線バスが基本的に独立採算で供給され

ているために、赤字になると民間路線バスが廃止になることがあることは第５章で述べた通りで

ある。独立採算路線バスの廃止は、手段としての定時定路線バスの終わりを示すものなのだろう

か。定時定路線バスの手段としての優位性と、採算が確保できるかどうかは別の問題である。定

時定路線バスが採算をとるためには１日１台の車両で約 400 人を運ぶ必要がある。一方、デマン

ド交通は１日１台の車両で 25 人程度しか運べない。つまり、１日１台の車両で約 25～400 人を運

ぶ需要がある場面では、赤字であっても、定時定路線バスを維持し続ける方が効率は良い。需要

が１日１台約 25 人を下回り、定時定路線バスでは１人当たりコストがかかって仕方がないという

場合に初めて、デマンド交通を検討するべきだろう。多摩地域の自治体の多くは、東京都以外の

地方部の自治体と異なり、民間路線バスに補助金を投じてサービス水準を維持するということを

あまりしてこなかった。仮に不採算になっても、補助金で支えることにより、定時定路線バスの

社会的役割をまだまだ発揮させ続けることができるのである。 

 

 ２つ目に、多摩地域の定時定路線バスはまだポテンシャルを残している。多摩地域の民間路線

バスは、きめ細かな路線網と、ある程度多くの利用者をまとめて運べる大量輸送性が相まって、

持続可能な都市を実現するための都市交通体系の中核を担うことが期待される。これらの性質は、

個別的な輸送手段であるデマンド交通や「ライドシェア」には期待できないものである。同時に、

近年の運行コスト高騰により、民間独立採算に任せていては、減便や廃止されるバス路線が出て

くることが避けられない。ここにおいて、自治体の関与により既存の民間バス路線を活性化し、

その社会的役割を回復・向上させる措置が求められる。非利用者をも対象にしたモビリティ・マ

 
71 一般的な路線バスは路線と時刻表を定めて運行するが、デマンド交通との対比を強調するために「定時定路線

バス」と呼ぶことがある。こうした呼び方をする場合は、デマンド交通ではない一般的な路線バスであることを

強調する趣旨なので、民間路線バス・コミュニティバスのどちらも含む。 
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